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議決権行使期限

インターネット又は書面（郵送）による議決権行使期限
2024年６月26日（水曜日）午後６時まで

日　時 

2024年６月27日（木曜日）午前10時
受付開始時刻は、午前９時を予定しております。

場　所

新大阪ワシントンホテルプラザ
２階「レ・ルミエール」　
大阪市淀川区西中島五丁目５番15号
開催場所が前年までと異なっておりますので、ご来場の
際は、末尾の「株主総会会場ご案内略図」をご参照いた
だき、お間違えのないようご注意願います。

　株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産のご用意は
ございません。
　何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
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コーポレートビジョン

【理念と経営方針】

「社会で活躍できる人づくり」を
実現できる

最高の教育機関をめざす

教育理念 1/1の教育

生徒 教員1/1

事業セグメント 主なサービス・商品

高校･大学事業
○通信制高校「第一学院高等学校」の運営による中学生・高校生への支援
○新潟産業大学 通信教育課程（ネットの大学managara）との連携
○中等部から大学まで最大10年間の一貫した教育を展開

学習塾事業 ○ 近畿圏を中心に展開する「第一ゼミナール」をはじめ、幼児から高校生までを対象と
した進学受験指導・教科学習指導を展開

グローバル事業
○ 留学生や日本で働く外国人への日本語教育、日本語講師の養成
○通訳・翻訳業務や高い語学力を持つ人材派遣
○外国人の採用から就労・生活支援等のサービス

能力開発･
キャリア支援事業

○未就学児から社会人を対象としたICT教育ソリューションの提供
○社員研修や営業研修の法人向けオンライン教育サービス
○アンガーマネジメントの講師育成・企業研修

その他 ○ 介護予防、就労移行支援、広告等のサービスを提供
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ごあいさつ

代表取締役社長

学びの在り方が大きく変化し、

顧客ニーズがますます拡がりを見せる中、

年代・国籍を問わず、多様な学習機会を提供する

ことで、企業価値の向上に努めてまいります。

生駒富男

株主の皆様へ
株主の皆様には、平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
ここに、当社の第48回定時株主総会招集ご通知をお届けさせていただきます。
ご高覧賜りますようお願い申し上げます。

　現在、学びを取り巻く環境はこれまでにない大きな変化の過程にあります。デジタル化・オンライン化はコロナ禍
で一層の注目を浴び、国のGIGAスクール構想、大規模言語モデル（LLM）に見られる生成AIの急速な普及によっ
て、学び方に更なる拡がりが出てきています。
　現学習指導要領の改訂では、「知識及び技能」「思考力、判断力、 表現力等」「学びに向かう力、人間力等」が謳
われ、高校・大学入試においてもこれらを測る出題が増し、選抜方法も幅広く変化しております。
　また、労働人口の減少に伴って外国人・シニア・女性の活躍が重要視されるなど、生涯に亘る教育や学び直しへの
関心が高まるとともに、個人のみならず企業においても人材育成の取組みが進み、「ユニバーサル教育」の必要性、
多様な学習機会提供の重要性も増してきております。
　政府も、人生100年時代とも言われる長寿社会において、一人ひとりの学びの機会を一層提供すべく、「人への投
資」を手厚くしており、更に、当初の予想を上回る少子高齢化の進行、ニーズの拡がりもあって、「学びの在り方」
は益々多様化し、その変化のスピードを加速させていくものと考えられます。

　このような中、当社では2023年４月よりグループ内組織改革を行い、社内カンパニー制を導入いたしました。環
境変化に迅速に対応し、「①グループ経営・ガバナンス強化」「②機動的な意思決定」「③ポートフォリオ経営を実
現する体制の構築」の実現を目指し、「学びの多様化」に伴う様々な社会課題の解決に貢献してまいります。

　株主の皆様の変わらぬご支援に感謝申し上げますとともに、今後とも一層のご理解とご支援を賜りますようお願い
申し上げます。

2024年６月
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招集ご通知

株 主 各 位 証券コード　9696
2024年６月12日

大 阪 市 中 央 区 備 後 町 三 丁 目 ６ 番 ２ 号
KFセンタービル

　　　　代表取締役社長 生 駒 富 男

当社ウェブサイト　　https://www.with-us.co.jp/

上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「ＩＲ・投資家情報」「株主
総会情報」を順に選択いただき、ご確認ください。

株主総会資料　掲載ウェブサイト　　https://d.sokai.jp/9696/teiji/

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ウィザ
ス」又は「コード」に当社証券コード「9696」を入力・検索し、「基本情報」「縦
覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総
会資料」欄よりご確認ください。

第48回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
　さて、当社第48回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電
子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウ
ェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
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招集ご通知

❶ 日　時 2024年６月27日（木曜日）午前10時　受付開始時刻は、午前９時を予定しております。

❷ 場　所 新大阪ワシントンホテルプラザ２階「レ・ルミエール」
大阪市淀川区西中島五丁目５番15号
開催場所が前年までと異なっておりますので、ご来場の際は、末尾の「株主総会会場ご案内略図」をご参照いただき、お間違えのないようにご注意願います。

❸ 目　的
事　項

報告事項 １. 第48期（自2023年４月１日至2024年３月31日）事業報告、連結計算書類並
びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第48期（自2023年４月１日至2024年３月31日）計算書類報告の件

決議事項 <会社提案（第１号議案及び第２号議案）>
第１号議案  取締役７名選任の件
第２号議案  監査役２名選任の件
＜株主提案（第３号議案から第12号議案まで）＞
第３号議案  定款第38条の削除の件（剰余金の配当等の決定機関について）
第４号議案  剰余金処分の件
第５号議案  定款の一部変更の件（剰余金の配当方針について）
第６号議案  定款の一部変更の件（連結子会社の取締役の就任制限について）
第７号議案  定款の一部変更の件（同業他社の取締役又は役員経験者の取締役及びマ 

ネジメントへの就任制限について）
第８号議案  定款の一部変更の件（取締役の選任基準について）
第９号議案  定款の一部変更の件（取締役による株主との面談対応について）
第10号議案 買収防衛策の廃止の件
第11号議案 定款第18条の削除の件（買収防衛策の導入等の条文削除について）
第12号議案 定款の一部変更の件（買収防衛策の創業者関係者らへの適用について）
　株主提案（第３号議案から第12号議案まで）に係る議案の要領は、「株主総会参考書類」（17頁
から38頁まで）に記載のとおりであります。

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することも
できますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討いただき、「議決権行使についてのご案内」等
（５頁から７頁まで）をご参照の上、2024年６月26日（水曜日）午後６時までに議決権をご行使くださ
いますようお願い申し上げます。

敬　具
記

以　上
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議決権行使について

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討の上、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

次頁の案内に従って、議案に対する
賛否をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示の上、切手を貼らずにご
投函ください。

開催日時 行使期限 行使期限

2024年6月27日（木曜日）
午前10時（受付開始:午前９時）

2024年６月26日（水曜日）
午後６時入力完了分まで

2024年６月26日（水曜日）
午後６時到着分まで

◎書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、各議案に対する賛否の表示がない場合は、会社提案については
「賛」、株主提案については「否」の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

◎インターネット及び書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取
り扱いいたします。

◎インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
◎会社法改正により、電子提供措置事項については３頁に記載の各ウェブサイトにアクセスの上、ご確認いただくこととなりましたが、本

株主総会においては書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。なお、電子提供措
置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第16条第２項の規定に基づき、お送りする書面には記載いたしておりませ
ん。

①　連結計算書類の連結株主資本等変動計算書及び連結注記表
②　計算書類の株主資本等変動計算書及び個別注記表

　なお、会計監査人及び監査役は、上記の事項を含む監査対象書類を監査しております。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、３頁に記載の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載いたし

ます。
◎ 決 議 通 知 に つ き ま し て は 、 地 球 環 境 等 を 配 慮 し た 省 資 源 化 の 観 点 か ら 、 書 面 に よ る ご 送 付 に 代 え て 、 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト

（https://www.with-us.co.jp/）に掲載させていただきますのでご了承ください。
◎株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
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議決権行使について

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力するこ
となく、議決権行使サイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。２

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。１

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本

見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。３

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。１

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

２

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 午前９時～午後９時）
(注) インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

6



招集ご通知

2024/05/29 17:54:09 / 23072477_株式会社ウィザス_招集通知_アクセス通知用

議決権行使について

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

＜会社提案＞　第１号議案・第２号議案 ＜株主提案＞　第３号議案～第12号議案

●　全員賛成の場合　⇒　「賛」の欄に○印 ●　賛成の場合　⇒　「賛」の欄に○印

●　全員反対の場合　⇒　「否」の欄に○印 ●　反対の場合　⇒　「否」の欄に○印

●　一部の候補者に　⇒　「賛」の欄に○印
　　反対する場合　　　　　をし、反対する候補
　　　　　　　　　　　　   者の番号をご記入く
　　　　　　　　　　　　   ださい。

当社取締役会は、
株主提案議案のすべてに
「反対」しております。

以下をご参考に、議案の賛否をご記入ください。

　株主提案（第３号議案から第12号議案まで）について、当社取締役会はすべての議案に反対しており
ます。反対の理由は、「株主総会参考書類」（17頁から38頁まで）に記載のとおりでございます。
　当社取締役会の意見にご賛同いただける場合には、株主提案（第３号議案から第12号議案まで）につ
いて、「否」に〇印をご表示願います。

(注１) 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、各議案につき賛否の表示がない場合、会社提案については賛
成、株主提案については反対の意思表示があったものとして取り扱わせていただきます。

(注２) インターネット及び書面（郵送）の両方で議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使として、お取り
扱いいたします。
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取締役選任議案

議案及び参考事項
＜会社提案（第１号議案及び第２号議案）＞
会社提案

第１号議案 取締役７名選任の件

候補者番号 氏名 当社における地位 担当及び重要な兼職の状況

1
　

再任

　

い

生
 

 
 

 
こ ま

駒
 

　
 

 
 

 
と み

富
 

 
 

 
お

男 代表取締役社長 株式会社Blue Sky FC　取締役

2
　

再任
　

た け

竹
 

 
 

 
し た

下
 

　
 

 
 

 
じゅん

淳
 

 
 

 
じ

司 常 務 取 締 役
経営戦略本部長
株式会社テラス１　取締役
株式会社レビックグローバル　取締役

3
　

再任
　

あ か が わ た く じ

赤 川 志
　

常 務 取 締 役 統括支援本部長

4
　

再任
　

あ

阿
 

 
 

 
の

野
 

 
 

　
 

 
たかし

孝 取 締 役 高校・大学事業カンパニー長

5
　

再任
　

お お

大
 

 
 

 
さ わ

澤
 

 
 

 
 

　
じゅん

純
 

 
 

 
こ

子
社外

独立
　　

取 締 役 ソアーク・コンサルティング株式会社
代表取締役

6
　

再任
　

た か

鷹
 

 
 

 
の

野
 

 
 

 
 

　
ま さ

正
 

 
 

 
あ き

明
社外

独立
　　

取 締 役

OFFICE TAKANO　代表
株式会社たち吉　代表取締役社長
ブックオフグループホールディングス株式会社
社外取締役

7
　

新任
　

お お

大
 

 
 

 
や ま

山
 

 
 

 
 

　
ま

真
 

 
 

 
み

未
社外

独立
　　

－ －

　取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、経営体制強化のため１名を増員し、取締役７名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は次のとおりであります。
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取締役選任議案

候補者番号

1
　

い

生
こ ま

駒
 

　
と み

富
お

男 1959年９月22日生
　

再任
　

所有する当社の株式数

85,000株　
略歴、当社における地位及び担当 重要な兼職の状況

1984年 2 月 当社入社
1991年 3 月 当社教務指導室部長
1993年 3 月 当社教務本部副本部長
1993年 6 月 当社取締役教務本部副本部長
1998年 4 月 当社取締役第一教育事業本部部長
1999年 4 月 当社取締役第一教育本部副本部長
2001年 4 月 当社取締役第二教育本部教育運営部長
2001年 6 月 当社取締役第二教育本部長
2005年 7 月 当社常務取締役第二教育本部長
2009年 6 月 当社代表取締役社長（現任）

　

株式会社Blue Sky FC　取締役

取締役候補者とした理由

生駒富男氏は、当社における主要な事業部門での豊
富な経験や取締役としての経験を積み、2009年から
代表取締役社長として当社取締役会の議長を務めて
おり、経営に関する知見を有していることから引き
続き取締役として選任をお願いするものでありま
す。

候補者番号

2
　

た け

竹
し た

下
 

　
じゅん

淳
じ

司 1965年１月29日生
　

再任
　

所有する当社の株式数

21,400株　
略歴、当社における地位及び担当 重要な兼職の状況

1997年 6 月 当社入社
2007年 10月 当社第二教育本部高校運営室長
2012年 4 月 当社第二教育本部第一学院高等学校

高萩校常務理事
2013年 4 月 当社第二教育本部高校統括部長兼高校事業部長
2014年 4 月 当社第二教育本部長
2014年 6 月 当社取締役第二教育本部長
2021年 ６ 月 当社常務取締役第二教育本部長
2022年 ４ 月 当社常務取締役高校大学事業本部長
2023年 ４ 月 当社常務取締役能力開発・キャリア支援事業

カンパニー長
2024年 ４ 月 当社常務取締役経営戦略本部長（現任）

　

株式会社テラス１　取締役
株式会社レビックグローバル　取締役

取締役候補者とした理由

竹下淳司氏は、当社の高校・キャリア支援事業部門
を中心に培った豊富な経験と見識を有しているとと
もに、民間教育事業や能力開発、DXやIT分野にも精
通し、当社グループ全体の既存事業の収益力向上、
企業価値向上に寄与できると判断していることから
引き続き取締役として選任をお願いするものであり
ます。
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取締役選任議案

候補者番号

3
　

あ か が わ た く じ

赤川 志　
1969年５月29日生

　

再任
　

所有する当社の株式数

19,100株　
略歴、当社における地位及び担当 重要な兼職の状況

1994年 6 月 当社入社
2009年 4 月 当社統括支援本部人事部次長
2014年 4 月 当社統括支援本部総務人事部長
2017年 4 月 当社執行役員統括支援本部長兼総務人事部長
2017年 6 月 当社取締役統括支援本部長兼総務人事部長
2018年 4 月 当社取締役統括支援本部長兼総務部長
2020年 4 月 当社取締役統括支援本部長
2024年 １ 月 当社常務取締役統括支援本部長（現任）

　

　－

取締役候補者とした理由

赤川 志氏は、当社の管理部門において総務・人事
を中心に豊富な経験と見識を有し、また当社連結子
会社の監査役としての経験も通じてコーポレートガ
バナンスやリスクマネジメントの充実といった側面
からも当社グループの企業価値向上に寄与できると
判断していることから引き続き取締役として選任を
お願いするものであります。

候補者番号

4
　

あ

阿
の

野
 

　
たかし

孝 1974年10月18日生
　

再任
　

所有する当社の株式数

18,831株　
略歴、当社における地位及び担当 重要な兼職の状況

2003年 10月 当社入社
2010年 ４ 月 当社第二教育本部募集広報課次長
2013年 ４ 月 当社第二教育本部高校運営室部長
2014年 ４ 月 当社第二教育本部事業企画部長
2017年 ４ 月 当社第二教育本部統括兼事業企画部長
2018年 ４ 月 当社執行役員第二教育本部統括兼事業推進部長
2019年 ４ 月 当社執行役員第二教育本部副本部長

兼高大連携事業部長
2022年 ４ 月 当社執行役員高校大学事業本部本部長代行
2022年 ６ 月 当社取締役高校大学事業本部長代行
2023年 ４ 月 当社取締役高校・大学事業カンパニー長（現任）

　

　－

取締役候補者とした理由

阿野孝氏は、当社の高校・キャリア支援事業部門、
広報・マーケティング部門や企画部門を中心に培っ
た豊富な経験と見識を有し、2018年8月以降は、業
務提携先である学校法人柏専学院と同法人が運営す
る新潟産業大学の通信教育課程（通信制大学）の設
置も支援してまいりました。当社の中高大一貫教育
構想の推進を通じて当社グループの企業価値向上に
寄与できると判断していることから引き続き取締役
として選任をお願いするものであります。
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取締役選任議案

候補者番号

5
　

お お

大
さ わ

澤
 

　
じゅん

純
こ

子 1957年3月24日生
　

再任
　

社外
　

独立
　

所有する当社の株式数

－株　
略歴、当社における地位及び担当 重要な兼職の状況

1979年 4 月 社会法人国民保険中央会入会
1982年 1 月 株式会社日本コンサルタントグループ入社
1994年 1 月 同社部長コンサルタントMBO研究室室長
2002年 4 月 リコーリース株式会社入社　理事
2002年 7 月 同社執行役員
2006年 4 月 同社常務執行役員
2018年 11月 ソアーク・コンサルティング株式会社

代表取締役（現任）
2019年 6 月 当社社外取締役（現任）

　

ソアーク・コンサルティング株式会社　代表取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

大澤純子氏は、サービス業の人材開発のコンサルタ
ント経験を中核に、企業の組織改革や人材育成の豊
富な経験に加え、女性活躍やダイバーシティの推進
における幅広い知見を有していることから、引き続
き当該知見を活かして特に当社の人材の活性化をは
じめ、経営全般について専門的な観点から取締役の
職務執行に対する監督、助言等をいただくこと、及
び客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や
役員報酬等の決定について関与、監督等いただくこ
とを期待して、当社の社外取締役として選任をお願
いするものであります。

候補者番号

6
　

た か

鷹
の

野　
ま さ

正
あ き

明 1958年12月16日生
　

再任
　

社外
　

独立
　 　

所有する当社の株式数

－株　
略歴、当社における地位及び担当 重要な兼職の状況

1981年 4 月 株式会社伊勢丹（現、株式会社三越伊勢丹）入社
2007年 4 月 同社松戸店長
2009年 4 月 株式会社三越伊勢丹 執行役員 伊勢丹新宿本店長
2011年 4 月 株式会社新潟三越伊勢丹

代表取締役社長 執行役員
2014年 4 月 株式会社三越伊勢丹 常務執行役員

伊勢丹新宿本店長
2017年 12月 株式会社ぐるなび入社
2018年 6 月 同社取締役副社長執行役員
2019年 1 月 同社顧問
2020年 6 月 当社社外取締役（現任）

　

OFFICE TAKANO　代表
株式会社たち吉　代表取締役社長
ブックオフグループホールディングス株式会社
社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

鷹野正明氏は、長年に亘る百貨店事業におけるマー
ケティング経験と、マーチャンダイジングやCS経営
における幅広い知見、人脈・ネットワークを有して
いることから、引き続き当該知見とネットワークを
活かして特に当社の事業イノベーション及び社会貢
献・顧客貢献と、経営全般について専門的な観点か
ら取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただ
くこと、及び客観的・中立的立場で当社の役員候補
者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等
いただくことを期待して、当社の社外取締役として
選任をお願いするものであります。
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取締役選任議案

候補者番号

７
　

お お

大
や ま

山
 

　
ま

真
み

未 1964年５月14日生
　

新任
　

社外
　

独立
　

所有する当社の株式数

－株　
略歴、当社における地位及び担当 重要な兼職の状況

1987年 4 月 科学技術庁（研究開発局宇宙企画課）入庁
1992年 7 月 英国ケンブリッジ大学大学院留学

(国際関係論修士取得)
1994年 8 月 科学技術庁科学技術振興局研究振興課課長補佐
2003年 4 月 文部科学省初等中等教育局児童生徒課生徒指導室長
2004年 9 月 同省生涯学習政策局社会教育課社会奉仕活動推進企

画官
2006年 1 月 同省大臣官房国際課国際協力政策室長
2007年 11月 日本学術振興会国際事業部長
2012年 8 月 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課長
2015年 4 月 日本原子力研究開発機構(JAEA)理事
2017年 4 月 文部科学省大臣官房審議官（研究開発局担当）
2018年 10月 同省国際統括官・日本ユネスコ国内委員会事務総長
2020年 8 月 宇宙航空研究開発機構（JAXA）理事
2023年 4 月 文部科学省科学技術・学術政策研究所所長

（現任／2024年6月退職予定）
　

　－

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

大山真未氏は、文部科学省を中心とした長年に亘る
教育政策・科学技術・イノベーション政策立案・推
進及び国際連携・国際交流における豊富な経験に加
え、コンプライアンス・ハラスメントを含む組織全
体の運営及び人材育成等についての幅広い知見を有
していることから、当該知見を活かしてIT・DX施策
の推進とユニバーサルデザインの構築や推進をはじ
め、経営全般について専門的な観点から取締役の職
務執行に対する監督、助言をいただくこと、及び客
観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員
報酬等の決定について関与、監督等いただくことを
期待して、当社の社外取締役として選任をお願いす
るものであります。なお、同氏は過去に会社の経営
に関与された経験はありませんが、上記の理由によ
り、社外取締役として、その職務を適切に遂行でき
るものと判断しております。

(注１) 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
(注２) 大澤純子氏、鷹野正明氏及び大山真未氏は、社外取締役候補者であります。
(注３) 大澤純子氏及び鷹野正明氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、両氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって大澤純子氏が５

年、鷹野正明氏が４年になります。
(注４) 当社は現行定款第28条第２項の規定に基づき、大澤純子氏及び鷹野正明氏と会社法第423条第１項の損害賠償責任について法令の定める限度まで限定する

契約を締結しており、両氏の再任により当該契約を継続する予定であります。また、大山真未氏の選任が承認された場合には、同氏との間で同様の責任限
定契約を締結する予定であります。

(注５) 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者の損害賠償金・訴訟
費用等の損害を当該保険契約によって塡補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

(注６) 大澤純子氏及び鷹野正明氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。両氏の再任が承認された場合には、
引き続き独立役員とする予定であります。また、大山真未氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された
場合には、独立役員として指定する予定であります。
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監査役選任議案

第２号議案 監査役２名選任の件

候補者番号 氏名 当社における地位 重要な兼職の状況

1
　

再任
お お

太
 

 
 

 
た

田
 

　
 

 
 

 
よ し

善
 

 
 

 
く に

邦 常 勤 監 査 役 －

2
　

新任  
き の

木
 

  
 

 
し た

下
 

　
 

  
 

 
じゅん

純
 

 
 

 
社外

独立
　　

－

公認会計士・税理士
木下税務会計事務所　代表
Jプラスパートナーズ株式会社　代表取締役
株式会社Rooom　取締役

会社提案

　監査役太田善邦氏及び若松弘之氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監
査役２名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は次のとおりであります。
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監査役選任議案

候補者番号

1
　

お お

太
た

田
 

　
よ し

善
く に

邦 1963年7月25日生
　

再任
所有する当社の株式数

24,600株　
略歴、当社における地位 重要な兼職の状況

1992年 12月 当社入社
2009年 3 月 当社第一教育本部　第３エリア長兼人材育成部長
2011年 3 月 当社第一教育本部副本部長兼第３エリア長

兼戦略統括グループ部長
2012年 3 月 当社第一教育本部副本部長兼第３エリア長

兼企画戦略部長
2014年 6 月 当社執行役員第一教育本部副本部長
2015年 6 月 当社取締役第一教育本部長
2020年 6 月 当社常勤監査役（現任）

　

－

監査役候補者とした理由

太田善邦氏は、当社において長年に亘り学習塾事業
部門の統括責任者として経営の要職を務めた経験か
ら、当社の事業運営、経営全般に関する幅広い知見
を有しており、ステークホルダーそれぞれの立場か
ら客観的かつ適切な監査を行うことができると判断
し、引き続き監査役として選任をお願いするもので
あります。

候補者番号

2
　

き の

木
し た

下
 

　
じゅん

純 1980年９月８日生
　

新任 社外
　

独立
　 　

所有する当社の株式数

－株　
略歴、当社における地位 重要な兼職の状況

2007年 4 月 あずさ監査法人（現、有限責任あずさ監査法人）
大阪事務所入所

2010年 7 月 公認会計士登録
2017年 8 月 PwCアドバイザリー合同会社入社
2020年 11月 木下税務会計事務所開設

代表就任（現任）
Jプラスパートナーズ株式会社設立
代表取締役就任（現任）

2020年 11月 税理士登録
2021年 7 月 株式会社Rooom　取締役（現任）

　

公認会計士・税理士
木下税務会計事務所　代表
Jプラスパートナーズ株式会社　代表取締役
株式会社Rooom　取締役

社外監査役候補者とした理由

木下純氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経
験と、財務及び会計並びに監査業務に関する高い知
見を有し、企業へのアドバイザリー及びコンサルテ
ィング業務等を通じて企業経営を統治する十分な見
識を有していることから、当社の社外監査役として
選任をお願いするものであります。
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監査役選任議案

 

第
１
号
・
第
２
号
議
案 

候
補
者
番
号

氏　名

 

企
業
経
営(

経
営
戦
略)

 

教
育

 

グ
ロ
ー
バ
ル

 

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

 
財
務
・
会
計

 
人
事
・
労
務
・
人
材
育
成

 

法
務
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

D
X
・
I
T

 

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
・
地
域
貢
献

取
締
役

1  生駒　富男 ● ● ● ●
2  竹下　淳司 ● ● ● ●
3  赤川　琢志 ● ● ● ●
4  阿野　孝 ● ● ● ●
5  大澤　純子 社外 ● ● ● ●
6  鷹野　正明 社外 ● ● ● ●
７  大山　真未 社外 ● ● ● ●

監
査
役

１  太田　善邦 ● ● ● ●
－  成瀬　圭珠子 社外 ● ● ● ●
２  木下　純 社外 ● ● ● ●

(注１) 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
(注２) 木下純氏は、社外監査役候補者であります。
(注３) 当社は現行定款第36条第２項の規定に基づき、太田善邦氏と会社法第423条第１項の損害賠償責任について法令の定める限度まで限定する契約を締結して

おり、同氏の再任により当該契約を継続する予定であります。また、木下純氏の選任が承認された場合には、同氏との間で同様の責任限定契約を締結する
予定であります。

(注４) 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者の損害賠償金・訴訟
費用等の損害を当該保険契約によって塡補することとしております。各候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

(注５) 木下純氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定でありま
す。

（ご参考）当社取締役・監査役に期待するスキル・分野

　　※各人に期待する項目として４つ記載しております。
　　　 上記一覧表は、各人の有するすべての知見や経験を表すものではありません。
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監査役選任議案

(メ　モ)
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株主提案議案

株主提案
第３号議案 定款第38条の削除の件（剰余金の配当等の決定機関について）

１. 議案の要領
定款第38条を削除する。

なお、本株主総会における他の議案（会社提案にかかる議案を含む。）の可決により、本議案とし
て記載した条文に形式的な調整（条文番号のずれの修正を含むが、これらに限られない。）が必要
となる場合は、本議案に係る条文を、必要な調整を行った後の条文に読み替えるものとする。

２. 提案の理由
当社の株価評価は2023年度予想EBITDAベースのEV/EBITDA倍率で2.8倍と、同業他社に比して
著しく低く、その主因は当社の大幅なネットキャッシュ状態です。当社は、ネットキャッシュであ
ることが最適な資本構成であると考えていると主張し、当社がどこまで内部留保を積み上げる方針
かとの我々の質問に、明確な回答を拒否しています。当社の取締役会は、独自に配当額を決定し、
内部留保をその裁量により運用していますが、我々は、このような配当額の決定に対する取締役会
の自由裁量が、当社による資金効率・キャピタルアロケーションに無自覚な、株主に対しても極め
て無責任な経営の実施を可能にしている悪因であると考えています。そこで、剰余金の配当の決定
を取締役会に一任する現在の定款の定めを廃し、株主総会の決議事項とすることで、取締役に株主
の目を意識させ、当社の企業価値の最大化を図る経営を促す体制づくりを提案します。

＜株主提案（第３号議案から第12号議案まで＞
　第３号議案から第12号議案までは、株主様１名（以下、「本提案株主」といいます。）からのご提案
（以下、「本株主提案」といいます。）によるものであります。
　なお、提案を受けた議案の要領及び提案の理由は、原文のまま記載しております。
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株主提案議案

当社取締役会の意見

反対 当社取締役会としては、本株主提案（第３号議案）に反対いたします。
　当社における株主還元は、当社の事業特性や経営環境を踏まえつつ、今後の中長期的な経営方針に
基づく資金需要や成長投資の見通し等を総合的に勘案した上で決定されることが必要です。特に、当
社は、「“社会で活躍できる人づくり”を実現できる最高の教育機関をめざす」ことをコーポレートビ
ジョンとして掲げ、多くの生徒が在学する通信制高校をはじめ、中等部から大学に至るまで、最大
10年間の一貫した教育事業を展開しております。このような当社の事業の高い公共性に鑑みれば、
当社においては、不測の事態が生じた場合でも事業継続を図るべく、強固な財務基盤を構築すること
が求められることから、剰余金の配当等は高度な経営判断事項として、株主総会ではなく取締役会に
おいて決定することが、当社の中長期的な企業価値の向上にとって有用であり、株主の皆様の利益に
資すると考えております。そのため、当社定款第38条を削除することは妥当ではありません。
　なお、当社は、経営環境の変化や将来の事業展開に備えた財務体質の強化に留意しつつ、具体的な
指標として連結配当性向20％を目安におき、業績に応じた継続的かつ安定的な配当を実施すること
を基本方針としております。かかる基本方針を維持しつつも、当社は、2023年３月期には連結配当
性向20％を上回る大幅な増配を実施しており、各期の利益や当社の経営方針を考慮しつつ、機動的
な判断を行うことを実践しております。更に、2024年５月13日付け「配当予想の修正（増配）に関
するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、2024年３月期の配当についても、年間の配当の
総額を2023年３月期に比し、倍増させることを決定しております。
　当社取締役会としては、2024年５月13日付け「2024年３月期通期　決算説明資料」においてお
知らせいたしましたとおり、連結配当性向20％を下限の目安とし、業績に応じた継続的かつ安定的
な配当を目指してまいります。今後も、中長期的な企業価値の向上を図りながら、株主還元の充実を
実現するという観点を重視して十分な審議を行い、双方のバランスを取りながら当社の企業価値向上
と株主の皆様の共同の利益の実現に努めてまいりたいと考えております。
　よって、当社取締役会は、本株主提案（第３号議案）に反対いたします。
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株主提案議案

株主提案
第４号議案 剰余金処分の件

１. 議案の要領
第３号議案が承認可決されることを条件として、剰余金の処分を以下のとおりとする。
（ア）配当財産の種類
　　　金銭
（イ）一株当たり配当額
　　　当社普通株式１株につき金183円から、当社取締役会決議に基づき2024年３月末の期末配
　　　当として決定された当社普通株式１株当たりの剰余金配当額（もしあれば）を控除した金額
（ウ）配当財産の割当てに関する事項およびその総額
　　　上記イの一株当たり配当額に2024年３月31日現在（当期末）の当社発行済普通株式総数（自
　　　己株式を除く）を乗じて算出した金額
（エ）剰余金の配当が効力を生じる日
　　　本株主総会の日

２. 提案の理由
通信制高校事業が過去数年で業界として大きく成長し、当社も数年前とは異なる水準の利益計上が
可能となっています。同業他社の平均配当性向は50％以上で、一部企業では100％を超えているこ
とに比し、当社は未だ配当性向を25％程度に据え置いており、株主還元として極めて不十分です。
当社は我々に対し、当社の業態上、大きな設備投資は必要が無いとも説明してきましたが、むやみ
にキャッシュを溜め込む企業体質は、東証の要請する「バランスシートをベースとする資本コスト
や資本収益性を意識した経営」１にも反します。蓄積された内部留保は新たな事業投資に積極的に
活用するべきですが、現時点で十分に具体的な投資計画が示されていない以上、大胆な株主還元と
して配当性向150％の配当を行うことを提案します。配当性向150％、配当利回り3％と想定した
場合、当社株価は約6,100円（現在株価の約3.8倍）まで上昇することが見込まれます。

１「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」１頁
https://www.jpx.co.jp/equities/follow-up/jr4eth0000004vj2-att/jr4eth0000004w6n.pdf
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株主提案議案

当社取締役会の意見

反対 当社取締役会としては、本株主提案（第４号議案）に反対いたします。
　当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要課題の一つと考えており、将来における企業成長と
経営環境の変化に対応するための投資や強固な財務体質を構築しつつ、継続的な配当による株主への
利益還元を積極的に行うことを基本方針としております。第３号議案における「反対の理由」にも記
載したとおり、当社の中長期的な企業価値の向上のためには、資本配分のバランスを考慮することが
必要であると考えており、連結配当性向20％を下限の目安におき、業績に応じた継続的かつ安定的
な配当を実施することとしております。
　これに対し、本株主提案（第４号議案）は、配当性向を150％とする剰余金の処分を行うことを求
めており、当社の株主還元の基本方針に明確に反します。このような期間利益を大幅に上回る配当を
実施することを求めることは、当社における財務基盤の構築や今後の成長投資等の見通しを全く考慮
しておらず、短期的な視点で多額の株主還元を求めるものであり、妥当ではありません。
　また、本提案株主は、当社の内部留保が過大である旨を提案の理由において主張していますが、先
述のとおり、通信制高校をはじめ、多くの生徒が在学する教育機関を運営する当社の事業の高い公共
性に鑑みれば、大規模災害や感染症の流行等の不測の事態が生じた場合でも事業継続を図るべく、強
固な財務基盤を構築することが求められ、一定の内部留保資金を確保しておくことが必要です。当社
といたしましては、このように十分な内部留保資金を確保した上で、既存事業の拡大やIT化、DX化
に向けた設備投資を含めた経営基盤を強化するための投資、従業員のエンゲージメントの向上を図る
ともに、教育機関として更なる成長を実現するための人的資本への投資、さらにはＭ＆Ａやグローバ
ル展開のための投資等、持続的な企業価値向上の実現に向けた成長投資を積極的に実施してまいりた
いと考えております。
　よって、当社取締役会は、本株主提案（第４号議案）に反対いたします。

20



株主総会参考書類

2024/05/29 17:54:09 / 23072477_株式会社ウィザス_招集通知_アクセス通知用

株主提案議案

株主提案
第５号議案 定款の一部変更の件（剰余金の配当方針について）

１. 議案の要領
現行の定款「第６章　計算」の章に、第40条として、以下の条文を新設し、現行定款第40条以降
の条数を各々１条ずつ繰り下げる。
なお、本株主総会における他の議案（会社提案にかかる議案を含む。）の可決により、本議案とし
て記載した条文に形式的な調整（条文番号のずれの修正を含むが、これらに限られない。）が必要
となる場合は、本議案に係る条文を、必要な調整を行った後の条文に読み替えるものとする。
（剰余金の配当方針）
第40条　当会社は、2024年度及び2025年度の期間において、剰余金の年間配当額の決定に際
し、配当性向（配当総額÷当期純利益（連結財務諸表数値）により算出する。）150％以上を満た
す年間配当額とする配当方針を採用し、法令上許容される限り、当該配当方針に従って年間配当額
を決定する。

２. 提案の理由

本提案の配当方針を採用した
場合の財務指標の推移予測４ 2023年度 2024年度 2025年度

１株あたり配当額（円） 183 183 183
配当性向 150.4％ 150.４％ 150.４％
ネットキャッシュ（百万円） 6,743 6,188 5,634
　対時価総額比率 46.2% 42.4% 38.6%
ネットD/E (1.06) (1.06) (1.07)
ネットデット／EBITDA (2.32) (2.13) (1.94)
純資産比率 33.3% 30.4% 27.5%

当社の連結ベースのネットキャッシュは時価総額の45％にまで高まっています２。過去には当社自
身も現預金の積み上がりを認識し、投資及び株主還元への資金配分を今後の課題としていました３

が、現在まで内部留保は積み上がり続けており、当社は更に内部留保を増やす方針でいます。我々
は、2023年度の期末配当の配当性向150％の配当に加えて、更に、蓄積された内部留保の株主還
元のための一時的な手当てとして、2025年度までの期間、同水準の配当を維持することを定款に
明記することを提案します。本提案の配当方針によっても、2023年度以降の売上・利益を横ばい
と仮定し、減価償却費と同額の設備投資を行う等の保守的な前提条件にて合理的に検証したとこ
ろ、引き続き大幅なネットキャッシュ（2025年度末で約56億円、EBITDAの1.9倍もの水準）を維
持し続けることとなり、当社の財務健全性を損なわないことは明らかです。
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株主提案議案

当社取締役会の意見

反対 当社取締役会としては、本株主提案（第５号議案）に反対いたします。
　配当性向を150％として期間利益を大幅に上回る株主還元を実施することが、当社の株主還元の基
本方針に反することは第４号議案における「反対の理由」として記載したとおりです。
　本株主提案（第５号議案）は、2025年度まで、過剰な水準の剰余金の配当を継続することを定款
に規定することを求めるもので、当社における今後の成長投資等の見通しを全く顧みないものであ
り、当社の財務基盤を毀損しかねないものです。
　したがいまして、本株主提案（第５号議案）の内容を定款に規定することは、当社の中長期的な経
営戦略の実現を困難にし、企業価値を向上させることの妨げになることは明らかです。
　よって、当社取締役会は、本株主提案（第５号議案）に反対いたします。

２当社の四半期報告書（第48期第３四半期）連結貸借対照表によれば、現金及び預金（84.4億）から短期借入金及び長期借入金
（20.4億円）を控除したネットキャッシュは64.0億円であり、当社の本提案書提出時点の時価総額約146億円（自己株式控除後）
の約45％を占めています。

３2023年３月期第１四半期決算概況11頁
https://www.with-us.co.jp/irinfo/irreport_download/t%2FPvuCD1oSVw9%2FqJTxj47XIDdpLXmNMt0en%2FaaEp8QEE3NiQE45pDlq6e1OVSnhUb9MuJmXk%2FV%2FVGud9lgROrw%3D%3D

４売上高、当期純利益については会社予想値、2023年度以降一定と仮定。EBITDAは減価償却費が2022年度と同額と仮定して算
出。2023年度のネットキャッシュ及び純資産については、同期において減価償却費と同額の設備投資を行うと仮定した上で、当期
純利益会社予想から2023年12月末実績の３四半期累計純利益を差し引き計算。それ以降の各期のネットキャッシュ及び純資産は、
毎期減価償却費と同額の設備投資を行うと仮定した上で、一期前純資産に当期純利益から配当額を差し引いた金額を加算して計
算。純資産比率は総資産額が売上高に比例するものとして算出。時価総額は自己株控除後で2024年４月17日時点。
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株主提案議案

株主提案
第６号議案 定款の一部変更の件（連結子会社の取締役の就任制限について）

１. 議案の要領
現行の定款「第４章　取締役および取締役会」の章に、第20条として、以下の条文を新設し、現行
定款第20条以降の条数を各々１条ずつ繰り下げる。

なお、本株主総会における他の議案（会社提案にかかる議案を含む。）の可決により、本議案とし
て記載した条文に形式的な調整（条文番号のずれの修正を含むが、これらに限られない。）が必要
となる場合は、本議案に係る条文を、必要な調整を行った後の条文に読み替えるものとする。

（連結子会社の取締役の就任制限）
第20条　当会社の連結子会社等の取締役は、連続又は合計５年間を超えて、同じ連結子会社等の取
締役に就任することができない。

２. 提案の理由
第６号、第７号及び第８号にかかる議案に共通する提案の理由は以下のとおりです。なお、当社の
株式取扱規則上、１議案に関する提案の理由が400字に制限されていることに鑑み、第６号、第７
号及び第８号議案の提案の理由の合計の字数を1,200字以内に収めております。

我々は、当社の創業者関係者による当社の実質的な支配、当社及び連結子会社等の私物化を懸念し
ています。当社が創業家からの影響を脱し、企業価値及び各関係者の利益を最大化するためには、
連結子会社等を含め、取締役の選任基準に制限を設けることが必要です。

創業者の堀川一晃氏は、当社の100％子会社の株式会社ブリーズの代表取締役社長を31年以上にわ
たって務めています。また、当社執行役員でもある堀川直人氏は、当社の子会社の株式会社テラス
１の代表取締役を務めるほか、約16年以上も、その100％子会社の株式会社SRJの代表取締役社長
の座にあります。特定の個人がこれほど長期間同じ会社の代表に留まることは異常な事態で、ガバ
ナンス上不適切と言わざるを得ません。創業者及びその親族という同氏らの属性に鑑みれば、当社
経営陣らが、親会社役員として子会社の監督機能を果たすことは期待できず、同氏らが子会社を私
物化し、役員報酬や経費支出をその私腹を肥やすために利用したり、子会社役員の立場を子会社の
事業価値の向上よりも個人的な評判・関係構築のために濫用しているのではないかという当然の疑
義が生じます。従って、連結子会社において、創業者関係者の取締役による会社の私物化の防止の
ため、取締役の再任に上限を設け、体制の刷新の機会を確保することが重要です。
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株主提案議案

堀川直人氏は、当社の取締役を退任した後１年以内に、株式会社学研塾ホールディングスの取締役に
就任し、その退任の発表と同時期に、今度は当社の執行役員に就任しました。取締役は本来、現に職
を務める会社のために最大限尽くすことが期待されますが、短期間での競業企業相互間での取締役と
しての去就は、当該個人が一方企業で得たノウハウや機密情報、アイディアを、意図せずとも、流用
しているとの疑念を招き、双方の企業関係者からの訴訟リスクを誘発するものです。実際にも、前職
で得た機密やノウハウの流用を避けようとするあまり、現に取締役を務める会社での施策実行を躊躇
する可能性も否定できません。したがって、競業他社の役員経験を有する個人が、当社での同業の事
業に従事することには、一定の制限を設ける必要があります。

加えて、当社では、創業者関係者が、現在は取締役の任に就いてこそいないものの、大株主及び連結
子会社の取締役として、多大な影響力を行使しています。未だに当社が創業家の会社であるかのよう
にふるまう創業者関係者が影響力を増大させることは当社の企業価値・株主共同の利益向上を阻害し
ます。上記のような既に子会社の私物化、競業避止義務意識の欠如等の著しい懸念があり、一般的な
制限をもってしても、かかる現状は打破し難いものです。抜本的な当社のガバナンス改革のために
は、創業者及びその親族である個人が当社、連結子会社、持分法適用非連結子会社及び関連会社の取
締役へ就任することを一律に禁止すべきです。
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株主提案議案

当社取締役会の意見

反対 当社取締役会としては、本株主提案（第６号議案から第８号議案まで）の
いずれにも反対いたします。

①第６号議案から第８号議案までに共通する反対の理由
　当社は、当社及び当社の子会社等の取締役や当社の重要な使用人については、各人の実務経験、実
績、スキルとともに、多様化する価値観等も踏まえ、適切な人材を配置するという観点も考慮しなが
ら、当社グループ全体の中長期的な企業価値の向上に資する者を選任することとしております。ま
た、当社の取締役に関しては、当社グループの意思決定及び経営の監督をより適切かつ高いレベルで
行うため、事業経営に関しての豊富な経験、実績、専門性等のバランスを考慮し、当社の指名・報酬
委員会における審議・答申を踏まえて、取締役会決議により候補者を指名しております。
　これに対し、本株主提案（第６号議案から第８号議案まで）のとおり、定款において、当社及び当
社の子会社等の取締役や当社の重要な使用人につき、特定の資格、属性を有する者を予め除外する態
様で制限を設けることは、その時々の経営戦略に基づいて機動的に経営方針を検討し、実現するため
の適切なガバナンス体制を構築することの妨げにもなりかねず、当社の中長期的な企業価値の向上に
資するものではありません。
　よって、多様な人材を活用することで、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を維持・向上を図
る機会を妨げるおそれのある本株主提案（第６号議案から第８号議案まで）に掲げる内容を、定款に
規定することはいずれも不適当であると考えております。
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株主提案議案

②第６号議案：定款の一部変更の件（連結子会社の取締役の就任制限について）に対する反対の理由

　本提案株主は、提案の理由において、当社の創業者である堀川一晃氏及び堀川直人氏の当社の子会
社における代表取締役としての在任期間が長期間にわたることを指摘し、会社の私物化を防止するた
め、取締役の就任期間に上限を設けることが重要であると主張しています。
　しかしながら、堀川一晃氏は、当社の教材・印刷物等の制作、広告宣伝の企画立案を担う株式会社
ブリーズにおいて同氏が長い年月をかけて築き上げた教育業界にとどまらないネットワークも活か
し、当社ブランドの広報戦略の実現を担っており、当社の学習塾事業の堅調な集客、発展に大きな貢
献を果たしております。また、堀川直人氏は、株式会社ＳＲＪの代表取締役としての活動を通じ、効
果的な教育コンテンツ・トレーニングメソッドの開発・普及に尽力しており、近年はいわゆるエドテ
ックへの対応など、当社グループにおける先進的な教育改革への取り組みも実践しております。両氏
が、当社の子会社にて継続的に代表取締役に在任する中で、教育業界を取り巻く環境変化を捉えなが
ら、中長期的な視点で当社グループの企業価値の向上に寄与する活動をしてきたことは疑いのない事
実です。
　当社は、グループベースで適切な内部統制システムを構築し、運用するなど、適切なガバナンス体
制を構築しておりますが、そうしたガバナンス体制の下で、当社グループにおいて本提案株主が指摘
するような懸念が生じたことは一切ございません。
　当社グループでは、2023年４月より、社内カンパニー制度を導入し、各カンパニーの傘下のグル
ープ会社のマネジメントについては、カンパニー長を中心とした経営体制の構築・強化に向けた取り
組みを推進してまいりました。また、グループ会社の取締役については、当社取締役に準じて、年度
毎に適時かつ適切に継続・交代の是非を判断するプロセスを経ることで、当社取締役会による監督が
より一層有効に機能するような体制を構築しております。
　当社グループでは、本提案株主が指摘するような、両氏が当社の子会社の私物化を図っていること
等の事実は一切なく、この点に関する本提案株主の主張は憶測に基づく何らの根拠もないものです。
　したがいまして、本株主提案（第６号議案）の内容を会社の根本規則である定款に規定することは
不要であり、先述のとおり、不適当であると考えております。
　よって、当社取締役会は、本株主提案（第６号議案）に反対いたします。
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株主提案議案

株主提案

第７号議案 定款の一部変更の件（同業他社の取締役又は役員経験者の取締役及びマ
ネジメントへの就任制限について）

１. 議案の要領
現行の定款「第４章　取締役および取締役会」の章に、第20条として、以下の条文を新設し、現行
定款第20条以降の条数を各々１条ずつ繰り下げる。

なお、本株主総会における他の議案（会社提案にかかる議案を含む。）の可決により、本議案とし
て記載した条文に形式的な調整（条文番号のずれの修正を含むが、これらに限られない。）が必要
となる場合は、本議案に係る条文を、必要な調整を行った後の条文に読み替えるものとする。

（同業他社の取締役又は役員経験者の取締役及びマネジメントへの就任制限）
第20条　第２条に掲げる当会社事業目的（１）ないし（10）と同様の事業を営む他社の取締役ま
たは役員を務めた個人は、他社での任期終了後１年間、当会社において、他社で関与した事業と同
種の事業を担当する取締役、執行役員、カンパニー長、本部長、副本部長および部長に就任するこ
とができない。

２. 提案の理由
上記第６号議案乃至第８号議案の共通の提案理由のとおり。
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株主提案議案

当社取締役会の意見

反対 当社取締役会としては、本株主提案（第７号議案）に反対いたします。
　本提案株主は、提案の理由において、堀川直人氏が、当社の取締役を退任した後1年以内に株式会
社学研塾ホールディングス（以下「学研塾ＨＤ」といいます。）の取締役に就任し、その退任の発表
と同時期に、当社の執行役員に就任したことについて、機密情報等の流用の疑念を招き、訴訟リスク
を誘発すると指摘しています。その上で、現に取締役を務める会社における施策の実行を躊躇する可
能性も否定できないなどとして、競業他社の役員経験を有する個人が、当社での同種の事業に従事す
ることに、一定の制限を設ける必要があると主張しています。
　しかしながら、当社は適切に情報管理を行っており、学研塾ＨＤからも、この点に関する懸念が示
されたことはございません。
　なお、当社と学研塾ＨＤの親会社である学研ホールディングス（以下「学研HD」といいます。）
は、2018年９月28日に資本業務提携契約を締結し、2021年12月17日に資本提携は両社の合意に
より解消したものの、現在でも、業務提携関係を継続しております。そのため、業務提携の実現とい
う観点から、当社と学研ＨＤとの間では、一定の情報の共有を行いつつ、両社の事業の発展を図るこ
ととしておりますが、この点についても、訴訟リスクが誘発されるような状況はございません。
　したがいまして、訴訟リスクがあるなどとする本提案株主からの批判が妥当するような状況はござ
いません。
　よって、当社取締役会は、本株主提案（第７号議案）に反対いたします。
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株主提案議案

株主提案
第８号議案 定款の一部変更の件（取締役の選任基準について）

１. 議案の要領
現行の定款「第４章　取締役および取締役会」の章に、第20条として、以下の条文を新設し、現行
定款第20条以降の条数を各々１条ずつ繰り下げる。

なお、本株主総会における他の議案（会社提案にかかる議案を含む。）の可決により、本議案とし
て記載した条文に形式的な調整（条文番号のずれの修正を含むが、これらに限られない。）が必要
となる場合は、本議案に係る条文を、必要な調整を行った後の条文に読み替えるものとする。

（取締役の選任基準）
第20条　以下のいずれかに該当する者は、当会社、当会社の連結子会社、持分法適用非連結子会社
および関連会社の取締役になることができない。
（１）当会社の創業者である堀川一晃氏（以下「創業者」という。）
（２）創業者の配偶者または二親等内の親族もしくは同居の親族
（３）創業者の配偶者または二親等内の親族もしくは同居の親族が合わせて３分の１以上の議決権

を有する株式を保有する会社において、取締役、執行役または支配人その他の重要な使用人
を務めている者

（４）最近５年間において創業者の配偶者または二親等内の親族もしくは同居の親族が合わせて３
分の１以上の議決権を有する株式を保有する会社において取締役、執行役または支配人その
他の重要な使用人を務めていた者

２. 提案の理由
上記第６号議案乃至第８号議案の共通の提案理由のとおり。
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株主提案議案

当社取締役会の意見

反対 当社取締役会としては、本株主提案（第８号議案）に反対いたします。
　先述のとおり、当社といたしましては、当社の創業者及びその親族等であるか否かに関わらず、事
業経営に関しての豊富な経験、実績、専門性等のバランスを考慮し、当社グループ全体の中長期的な
企業価値の向上に資すると考える者を当社の取締役候補者とし、また、当社の子会社等の取締役とし
て選任することとしております。また、当社の取締役に関しては、当社の指名・報酬委員会における
審議・答申を踏まえて、取締役会決議により候補者を指名しており、適切なガバナンス体制を構築し
ております。
　したがいまして、定款において、当社の創業者及びその親族等であることのみをもって、当社及び
その子会社等の取締役に就任することを一律に禁ずることは、不適当であると考えております。
　よって、当社取締役会は、本株主提案（第８号議案）に反対いたします。
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株主提案議案

株主提案
第９号議案 定款の一部変更の件（取締役による株主との面談対応について）

１. 議案の要領
現行の定款「第４章　取締役および取締役会」の章に、第29条として、以下の条文を新設し、現行
定款第29条以降の条数を各々１条ずつ繰り下げる。

なお、本株主総会における他の議案（会社提案にかかる議案を含む。）の可決により、本議案とし
て記載した条文に形式的な調整（条文番号のずれの修正を含むが、これらに限られない。）が必要
となる場合は、本議案に係る条文を、必要な調整を行った後の条文に読み替えるものとする。

（取締役による株主との面談対応）
第29条　当会社の取締役は、当会社の３％以上の議決権を有する株主または当該株主が保有する当
会社の株式につき投資一任契約その他の契約もしくは法律の規定に基づき、当会社の株式に投資を
するのに必要な権限を有する者（以下「運用者」という。）から個別面談の要請があった場合、20
営業日以内に個別面談に応じる。ただし、やむを得ない理由により当該期間内の個別面談ができな
い場合には、５営業日以内に面談を要請した株主または運用者にその旨を通知の上、対応可能な個
別面談の日時を別途設定する。個別面談要請があった場合の面談の回数については、株主または運
用者当たり、業務執行取締役等である取締役については四半期に１回以上、業務執行取締役等でな
い取締役については年に１回以上応じるものとする。

２. 提案の理由
我々は、本株主総会に先立ち、当社に対し、全取締役との個別面談を重ねて申し入れましたが、当
社は取締役との個別面談の設定を拒否しました。コーポレートガバナンス・コードにおいて、上場
会社は企業価値向上のため株主総会の場以外において、株主との間で建設的な対話を行うべきとし
ています５。また、株主平等原則は、合理的な範囲で株式数に応じて取り扱いの差異を設けること
を許容しており、企業価値向上の視点から対話を実施するにあたり、大株主との個別面談を妨げる
ものではありません。定款において、経営陣による大株主との個別面談応答の義務を明記しこれを
実施することは、株主との建設的対話が促進されることを通じて当社の企業価値向上に資するのみ
ならず、当社の経営陣の透明性、開かれた態度を表すものとして画期的であり、当社が他の上場企
業の先駆的存在であることを内外に示すことは、市場による当社株価の評価にもつながります。

５コーポレートガバナンス・コード、基本原則５
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株主提案議案

当社取締役会の意見

反対 当社取締役会としては、本株主提案（第９号議案）に反対いたします。
　当社は、株主・投資家との建設的な対話がコーポレートガバナンスの更なる充実、ひいては中長期
的な企業価値向上に資するとの認識に基づき、対話の申込みに積極的に対応するとともに、建設的な
対話を行うための場を設定しております。株主・投資家からの面談の申込みには、株主平等の原則に
配慮した上で、担当部門が対応しておりますが、代表取締役社長、その他の取締役又は監査役との面
談が適切と考える場合は、積極的にその対話の場を設定しております。その上で、株主・投資家から
のご意見は、取締役会に定期的に報告しております。実際に、当社は、本提案株主からの面談の要請
に対しても、代表取締役社長が複数回にわたりこれに応じるなど、適切に対応してまいりました。
　それにもかかわらず、本提案株主は、当社の全取締役との個別の面談を求めており、本株主提案
（第９号議案）は、そのために定款において、経営陣による大株主との個別面談応答の義務を明記す
ることを求めるものです。本株主提案（第９号議案）においては、当社の３％以上の議決権を有する
株主が面談を求めた場合、その具体的な事情や必要性等に関わらず、一律に、当該株主から指定され
た取締役が、原則として一定の期限までに面談の要請に応じるべき義務を課すものであり、現実的な
対応が困難といわざるを得ません。とりわけ、業務執行取締役等である取締役については、四半期に
１回以上の面談を求めるものであり、当社取締役による円滑な業務の遂行に著しい支障をきたすおそ
れがあります。
　したがいまして、当社として、本株主提案（第９号議案）の内容を定款に規定することは、不適切
であると考えます。
　よって、当社取締役会は、本株主提案（第９号議案）に反対いたします。
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株主提案議案

株主提案
第10号議案 買収防衛策の廃止の件

１. 議案の要領
定款第18条第２項に基づき、2023年５月12日の取締役会で３年間の更新が決議され、2023年６
月28日開催の当社定時株主総会で承認された「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策」を廃
止する。

２. 提案の理由
第10号、第11号及び第12号にかかる議案に共通する提案の理由は以下のとおりです。なお、当社
の株式取扱規則上、１議案に関する提案の理由が400字に制限されている可能性に鑑み、第10号、
第11号及び第12号議案の提案の理由の合計の字数を1,200字以内に収めております。

一般的に、株式の大量取得行為に関する法規制やコーポレートガバナンス・コードの発展及び浸
透、企業買収における行動指針６、買収後の企業の発展を志向した買収の主流化など、状況の変化
に伴い、買収防衛策の意義はいまや失われつつあります。実際にも買収防衛策を導入する企業は継
続して減少しています。
このような中での買収防衛策の維持は、時流に反するばかりでなく、当社の取締役会や創業家一族
による既得権益の保持、自己の保身のための道具であるとの批判を免れず、買収を防ぐために株価
を高めるインセンティブを損なうおそれすらあります。

前回の株主総会招集通知では、当社創業者関係者らの株式の保有割合を20.11％と開示するととも
に、買収防衛策の維持の目的を「外部者」である買付者からの買付行為による企業価値、株主共同
の利益の毀損の防止であるとするところ、この文脈からも防衛策の存置が、創業者らの既得権益の
保持を企図していることは一見して明らかです。

当社は、「外部者」の排除の理由として、当社が社会において担う、公共的役割を強調されていま
すが、防衛策が実際に意図するところの創業者関係者の偏重、創業者一族への配慮は、会社の私物
化と言わざるを得ず、当社が重視するとされる「公共的使命についての認識」と対極をなすもので
す。前回の株主総会における買収防衛策の賛成比率は79.04％と、見た目上は８割に近いものの、
上記の通り、創業者関係者らの保有割合が２割を超えていたことに鑑みれば、創業者関係者以外の
その他の株主からの賛成は50％に満たない低い水準でした。
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株主提案議案

当社の買収防衛策は、前回の定時株主総会において、2026年６月まで更新されることが決定して
いますが、我々は、期間満了による終了を待つことなく、当社がただちに買収防衛策を廃止するこ
とこそ、「社会への貢献」を含む当社の企業価値の向上に資し、ひいては、株主共同の利益にもつ
ながると考えています。当社においては、現行の買収防衛策を廃止するにとどまらず、もはや現在
の市況、社会状況にそぐわない買収防衛策という仕組み自体を、定款において明示的に廃し、これ
を対外的にも宣言することで、「公共的」役割を担う企業としての真に開かれた態度を示すべきで
す。

仮に新たな買収防衛策について将来的な導入の余地を残すのであれば、少なくとも、その前提とし
て、買収防衛策が創業者関係者による買付行為にも等しく適用されることを明示することで、当社
の買収防衛策が創業家偏重を志向するものではなく、企業価値及び株主利益の確保を意図した施策
である旨を確認するべきです。

以上の理由により、我々は、第一次的には現行の買収防衛策の廃止とその仕組みの撤廃を提案する
とともに、次善の策として、買収防衛策が特定の関係者を利する道具として使用されることを抑止
すべく、その公平な適用を明示する文言の追加を提案します。

６経済産業省「企業買収における行動指針-企業価値の向上と株主利益の確保に向けて-」2023年８月31日
https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/kosei_baishu/pdf/20230831_2.pdf
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株主提案議案

当社取締役会の意見

反対 当社取締役会としては、本株主提案（第10号議案）に反対いたします。
　当社は、当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（以下「本対応策」といいます。）を当社の
企業価値ひいては株主共同の利益を毀損することを防止するための取組みとして2007年11月16日
に導入し、以後、本対応策を継続しております。
　当社取締役会は、当社株式等の大規模買付行為が一定の合理的なルールに従って行われることが、
株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や現に当社の経営を担って
いる取締役会の意見等の提供を受けること、また、代替案の提示を受ける機会の確保につながり、こ
れにより株主の皆様が十分な情報のもとで大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をする
ことが可能となり、教育機関として高い公共性を有する事業を展開する当社の企業価値ひいては株主
共同の利益を維持・向上させ、これらを毀損することを防止するものと考えております。
　これに対し、本提案株主は、本対応策は、当社取締役会や創業家一族による既得権益の保持、自己
保身のための道具であると指摘していますが、そもそも本対応策の導入の目的は上記のとおりであ
り、これらの者の保身を目的とするものではありません。また、本対応策においては、本対応策の適
正な運用及び本対応策に関する当社取締役会の恣意的な判断を排除し、その決定の客観性・合理性を
確保するために設置される会議体として、独立委員会を設置することとしており、本提案株主が指摘
するような状況を排するための適切な措置を講じております。加えて、本対応策は、2023年６月28
日開催の当社第47回定時株主総会において、79.04％の賛成率をもってその更新に係る議案が承認可
決されており、大多数の株主様からご賛同を得たものであります。
　よって、当社取締役会は、本株主提案（第10号議案）に反対いたします。
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株主提案議案

株主提案
第11号議案 定款第18条の削除の件（買収防衛策の導入等の条文削除について）

１. 議案の要領
現行定款第18条を削除する。なお、本株主総会における他の議案（会社提案にかかる議案を含
む。）の可決により、本議案として記載した条文に形式的な調整（条文番号のずれの修正を含む
が、これらに限られない。）が必要となる場合は、本議案に係る条文を、必要な調整を行った後の
条文に読み替えるものとする。

２. 提案の理由
上記第10号議案乃至第12号議案の共通の提案理由のとおり。

当社取締役会の意見

反対 当社取締役会としては、本株主提案（第11号議案）に反対いたします。
　当社定款第18条第１項及び第２項は、本対応策を含めた買収防衛策の導入、継続及び廃止（以下
「導入等」といいます。）につき、株主総会の決議により定めることができる旨の規定であり、株主
の皆様のご意思を法的に明確な形で買収防衛策の導入等に反映させるために設けられたものです。ま
た、同条第３項及び第４項は、買収防衛策に基づく対抗措置としての新株予約権の無償割当てについ
て、①株主総会決議により新株予約権の無償割当てを行うこと、又は②株主総会決議により一定の条
件を定めた上で当該条件に従って新株予約権無償割当てを取締役会に委任していただくことがそれぞ
れ可能となるように、会社法第278条第３項ただし書きに基づき、規定されたものです。
　第10号議案における「反対の理由」に記載したとおり、本対応策は、当社株式等の大規模買付行
為が一定の合理的なルールに従って行われることにより、株主の皆様がその判断に必要な情報や現に
当社の経営を担っている取締役会の意見等の提供を受ける機会を確保し、また、代替案の提示を受け
る機会を確保することで、株主の皆様が十分な情報の下で大規模買付行為に応じるか否かについて適
切な判断をすることを可能とするための枠組みとなります。このように、本対応策は、教育機関とし
て高い公共性を有する事業を展開する当社の企業価値ひいては株主共同の利益を維持・向上させ、こ
れらを毀損することを防止する意義を有しております。
　当社定款第18条は、本対応策を含めた買収防衛策の導入等、そして対抗措置の発動に関し、株主
の皆様のご意思を反映するために必要な事項を規定したものであることから、これらを削除すること
は不適当であると考えております。
　よって、当社取締役会は、本株主提案（第11号議案）に反対いたします。
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株主提案議案

株主提案
第12号議案 定款の一部変更の件（買収防衛策の創業者関係者らへの適用について）

１. 議案の要領

現行定款 変更案
（買収防衛策の導入等）
第18条　買収防衛策の導入、継続および廃止とは、
当会社の財務および事業の方針の決定を支配する者
の在り方に関する基本方針に照らして不適切な者に
よって当会社の財務および事業の方針の決定が支配
されることを防止するために、当会社の発行する株
式その他の権利の買付行為に関して、当該買付行為
を行う者が遵守すべき手続およびこれに違反する者
に対する対抗措置等を当会社が定め、その適用を継
続し、廃止することをいう。
２株主総会は、法令に規定する事項および定款に別
途定めがある事項のほか、買収防衛策の導入、継続
および廃止について、その決議により定めることが
できる。
３当会社は、取締役会の決議によるほか、買収防衛
策の定める手続に従い、株主総会の決議又は株主総
会の決議による委任に基づく取締役会の決議によ
り、新株予約権の無償割当てを行うことができる。
４前項の規定による株主総会の決議は、議決権を行
使することができる株主の議決権の３分の１以上を
有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって
行う。

（買収防衛策の導入等）
第18条　買収防衛策の導入、継続および廃止とは、
当会社の財務および事業の方針の決定を支配する者
の在り方に関する基本方針に照らして不適切な者に
よって当会社の財務および事業の方針の決定が支配
されることを防止するために、当会社の発行する株
式その他の権利の買付行為に関して、当該買付行為
を行う者が遵守すべき手続およびこれに違反する者
に対する対抗措置等を当会社が定め、その適用を継
続し、廃止することをいう。
２株主総会は、法令に規定する事項および定款に別
途定めがある事項のほか、買収防衛策の導入、継続
および廃止について、その決議により定めることが
できる。
３当会社は、取締役会の決議によるほか、買収防衛
策の定める手続に従い、株主総会の決議又は株主総
会の決議による委任に基づく取締役会の決議によ
り、新株予約権の無償割当てを行うことができる。
４前項の規定による株主総会の決議は、議決権を行
使することができる株主の議決権の３分の１以上を
有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって
行う。
５買収防衛策は、当会社創業者及びその関係会社と
関係者（2023年６月28日開催の当会社定時株主総
会において承認された買収防衛策において定義され
る「当会社創業者関係者ら」をいう。）による当会
社の発行する株式その他の権利の買付行為に対して
も適用される。

第10号議案が否決されることを条件として、現行定款を以下のとおり変更する。なお、本株主総会
における他の議案（会社提案にかかる議案を含む。）の可決により、本議案として記載した条文に
形式的な調整（条文番号のずれの修正を含むが、これらに限られない。）が必要となる場合は、本
議案に係る条文を、必要な調整を行った後の条文に読み替えるものとする。
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株主提案議案

２. 提案の理由
上記第10号議案乃至第12号議案の共通の提案理由のとおり。

当社取締役会の意見

反対 当社取締役会としては、本株主提案（第12号議案）に反対いたします。
　本株主提案（第12号議案）は、本株主提案（第10号議案）が否決されることを条件として、本対
応策において定義される当社創業者関係者ら（具体的には「当社創業者及びその関係会社と関係者」
を意味します。）による当社の株式その他の権利の買付行為に対しても本対応策が適用されることを
当社定款に規定することを求めるものです。
　しかしながら、そもそも本対応策は、本対応策で定める一定の大規模買付行為について、予め当社
取締役会が同意したものを除き、等しく適用されるものであります。具体的には、その適用対象とな
る者の属性等に特段の限定は設けられておらず、特定の者のみを対象とすることや、特定の者を適用
対象としないことを定めるものでもございません。
　本対応策に基づく対抗措置の発動は、大規模買付者による当社株式等の買付けの目的や態様等を個
別に勘案し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうものであり、かつ、対抗措置の
発動が相当と判断された場合になされるものです。
　したがいまして、本対応策の適用対象となる者の属性について、予め定款において個別に明示する
必要はなく、かつ、そのような明示自体が不適当であると考えております。
　よって、当社取締役会は、本株主提案（第12号議案）に反対いたします。

以上
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事業の経過及び成果

1 企業集団の現況に関する事項

2024年３月期 前年同期比
売上高 206億90百万円 4.2％増
営業利益 19億69百万円 7.2％減
経常利益 19億52百万円 9.4％減
親会社株主に帰属する当期純利益 9億4百万円 53.4％増

(1) 事業の経過及び成果
　当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症が「５類」に引き下げられたことに
より、経済活動の正常化が進み、景気に緩やかな回復が見られた一方で、地政学的リスクの長期化による
物価上昇や供給面での制約、世界的な金融引締めに伴う影響や円安の進行等、先行きは依然として不透明
な状況が続いております。
　当業界を取り巻く環境としましては、大学入試制度改革、GIGAスクール構想によるデジタル化・オン
ライン化の加速、大規模言語モデルに見られる生成AIの急速な普及等により、学び方に更なる広がりが出
てきております。加えて、予測を上回る少子化の進行、人生100年時代とも言われる長寿社会を迎え、労
働人口の減少に伴って外国人・シニア・女性の活躍が重要視されるなど、生涯に亘る教育や学び直し、一
人ひとりの学びの機会提供が一層重要となり、「人への投資」が注目を集めております。
　このような中、当社グループは「“社会で活躍できる人づくり”を実現できる最高の教育機関をめざす」
というコーポレートビジョンに基づき、①顧客満足度の向上、②サービス品質の強化、③生涯学習化に伴
う支援領域の拡大、④オンライン・場・人の融合による提供価値の向上、⑤グローバル事業の拡充、
⑥M&A及びアライアンスによるグループシナジーの最大化、を経営方針の中核に据え、環境の変化に迅
速に対応することで企業価値の向上を目指しております。
　事業としましては、通信制高校「第一学院高等学校」の運営による中学生・高校生への幅広い成長支
援、「第一ゼミナール」をはじめとした学習塾での進学指導、留学生や日本で働く外国人への日本語教育
サービス及び通訳・翻訳業務、小学生から社会人までを対象としたICT教育ソリューションの提供、社会
人への研修・オンライン教育サービス等、様々な世代の方々に多様な学習機会を提供しております。
　当連結会計年度における連結経営成績の概況は以下のとおりです。

　売上高の増収は、主に通信制高校「第一学院高等学校」への入学者数・生徒数増、新型コロナウイルス
関連の水際対策措置の終了に伴うインバウンド需要増、留学生入国者数増等によるものです。
　営業利益、経常利益の減益につきましては、高校・大学事業で増益を達成した一方で、学習塾事業と能
力開発・キャリア支援事業の減益、効率的機能別経営管理体制の構築に向けたシステムの開発費や
BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）費用の増加によるものです。
　なお、当連結会計年度におきましても、学習塾におけるより良い学習環境の確保、サービス向上のため
の統廃合などを実施したことに伴って特別損失を計上しましたが、前連結会計年度よりも規模を抑えられ
たため、親会社株主に帰属する当期純利益は増益となりました。
　報告セグメントの業績は次のとおりであります。
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セグメント

高校・大学事業

10,000

8,000

6,000

0

4,000

2,000

6,591

2021年
３月期

7,472

2022年
３月期

2023年
３月期

8,365

2024年
３月期

9,148

売上高
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※2024年３月期より報告セグメントを変更しております。2023年３月期以前の数値は、新セグメント組み換え後のものとなります。

　高校・大学事業では、通信制高校「第一学院高等学校」の運営による高校生年代への幅広い成長支援に
加え、不登校状態にある中学生を対象とした学びの機会提供、大学生年代・社会人を対象とした各種資格
取得・スキル修得に向けたサービスを提供しております。また、提携関係にある学校法人柏専学院が運営
する新潟産業大学との連携により、当社中等部から高校・大学まで最大10年間の一貫した教育を展開す
る体制を確立し、一人ひとりの状況や興味・関心に合わせた学びを体系的に提供しております。
　学びのニーズの多様化に伴って通信制高校を選択する生徒は着実に増えており、独自のICT教育や成長
実感型教育、各種スペシャリスト育成のコースを有する第一学院高等学校への入学者は、引き続き堅調に
推移いたしました。
　また、2023年４月に東京・池袋、同10月に大阪・梅田にて、高校・大学・社会人年代の異年齢が集
い、地域との連携含めた多彩な学びを通じて一人ひとりの自分軸づくりを支援するコミュニティスペース
「managara BASE（マナガラ・ベース）」を開校し、一層多様化するニーズに応える取り組みを進めて
おります。
　今後も、時代に沿った学びを提供し、生徒に一層の成長実感を提供することで、当社の教育理念「1/1
の教育」を推進してまいります。

以上の結果、売上高は91億48百万円（前年同期比9.4％増）となりました。
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セグメント

事業の概要

中学生 高校生 高卒以上・社会人

教育特区を活用した株式会社立の通信制高校中学生年代を対象とした学習機会の提供 保育士国家試験受験資格取得をオンラインで目指す

提携先「ネットの大学 managara」在籍者を対象に
学びのサポート

業務提携先

業務提携先

(新潟産業大学　通信教育課程)

業務提携先

今後の具体的施策
中高大10年一貫教育の推進

地域展開の拡大

年代ごとの学びの機会をつくり、一人ひとりの成長に寄り添い続け、将来の
可能性を拡大

多様化・個別化する学びのニーズに一層応えるべく、未出校地域への新規校
展開を計画

異年齢が集う学びのコミュニティスペース
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セグメント
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※2024年３月期より報告セグメントを変更しております。2023年３月期以前の数値は、新セグメント組み換え後のものとなります。

　学習塾事業では、これまでの集団指導・個別指導に加え、自立型・個別最適化学習PLS（Positive 
Learning System）や生徒の学力状況に応じて大学・高校受験合格へ導く「個別合格戦略コース」、グロ
ーバルなコミュニケーション能力向上のために必修化された小学生英語への取り組みとして、グループ会
社の株式会社吉香によるプロの通訳者及び外国人講師によるオンライン英語指導「わくわく英語コー
ス」、集団コースにおける成績上位生向けオンラインライブ授業を展開する「最高水準＋（プラス）コー
ス」等、多様な生徒のニーズに対応した新しい学びのカタチを提供し、成績向上・志望校合格の実現を支
援しています。これらすべてにおいて、意欲喚起指導を基軸に据え、脳科学に基づいた独自の教育プログ
ラム（プラスサイクル学習法）を展開しており、様々な取り組みとの相乗効果により顧客満足度が向上
し、休退会の抑制・在籍期間の伸長が見られています。
　また、株式会社Blue Sky FCが運営する「個別指導まなび」では引き続き順調に生徒数が増加してお
り、当連結会計年度におきまして、新たに10校を開校いたしました。

以上の結果、売上高は74億19百万円（前年同期比4.0％減）となりました。
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セグメント

事業の概要

小学生幼児 中学生 高校生 社会人等

完全個別指導システム
による医系専門予備校

小・中・高校生の個別指導校

小・中・高校生が集う集団・個別指導校

九州・沖縄地区を拠点とする小・中・高校受験指導校

最難関中学受験指導校

中学受験専門校 中・高校生の数学・英語
ハイレベル指導専門校

小・中・高校生の集団指導校

小・中・高校生が集う集団・個別指導校

小・中・高校生が集う個別指導校

今後の具体的施策
主体的に学ぶ力の育成

オンライン授業コースの
拡大

独自のメソッド（プラスサイクル学習法）の深化で、自立型の学び方を育成

Ed Techを活用したカリキュラムや集団形成により、最適な学習内容と環境
を用意
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セグメント
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※2024年３月期より報告セグメントを変更しております。2023年３月期以前の数値は、新セグメント組み換え後のものとなります。

　ヘルスケア事業では、通所介護を中心とした介護予防サービスを提供しております。日常生活の機能
向上、維持を目的としたシニアの介護予防につながるプログラムにより、「できること」を増やすデイ
サービスを展開しております。

　グローバル事業につきましては、留学生や日本で働く外国人への日本語教育、日本語教師の養成、通
訳・翻訳業務や高い語学力を持つ人材の派遣、外国人の採用から就労・生活支援等のサービスを行ってお
ります。日本語学校を運営する株式会社グローバルウィザスでは、留学生の受け入れが引き続き順調に進
んでおります。また、通訳・翻訳などの語学サービスや高い語学力の人材を派遣する高度人材サービスを
展開している株式会社吉香では、インバウンドの回復に伴う派遣案件が堅調に推移いたしました。
　以上の結果、売上高は21億39百万円（前年同期比26.0％増）となりました。

今後の具体的施策

高品質な日本語教育・
ランゲージサービスの展開

海外での人材育成・
日本での就労支援

教育内容の充実とホスピタリティを伴った運営による、一層の品質向上

海外現地での学習から日本での就労までをトータルで支援

その他（ヘルスケア事業/
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セグメント

能力開発・キャリア支援事業
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売上高
（単位：百万円）

※2024年３月期より報告セグメントを変更しております。2023年３月期以前の数値は、新セグメント組み換え後のものとなります。

就労移行支援事業では、就労を希望する障害を持つ方々への訓練・就労支援・就職後サポートなどを提
供しております。生活習慣の改善とスキルの向上を図り、就職に必要な準備から就職後の定着支援ま
で、安定して長く働けるようにサポートを行っております。

　能力開発・キャリア支援事業につきましては、グループを横断するマーケティング機能も担っており、
カンパニー内にとどまらない学びの環境づくりをサポートするなど、社会で活躍できる人づくりを目指し
て様々な教育ソリューションを提供しております。学習塾を中心とした速読解力講座・速読聴英語講座・
新国語講座をはじめとした読解力向上のICT教育ソリューション・能力開発コンテンツの提供、リスキリ
ング・学び直しに向けた企業向けの学習ポータルサービス、eラーニングコンテンツ、LMS導入、またア
ンガーマネジメントの講師育成・企業研修等の事業を展開しております。
　以上の結果、売上高は16億85百万円（前年同期比6.8％減）となりました。

今後の具体的施策
児童・生徒の能力開発支援

人的資本経営の支援

「速読」など生涯に亘って学びの土台となる力を育成

学習ポータル、eラーニングコンテンツ、アンガーマネジメント研修の連携
で企業・社会人を多角的に支援

就労移行支援事業／広告事業等）
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設備投資の状況、資金調達の状況、事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況、他の会社の事業の譲受けの状況、吸収合併又は吸収分割による他の
法人等の事業に関する権利義務の承継の状況、他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

(2) 設備投資の状況
　当連結会計年度における当社グループの設備投資の総額（有形固定資産のほかソフトウエア等の無形固
定資産を含む）は６億47百万円であります。
　高校・大学事業では、校舎のリニューアルにより93百万円、校舎の新規開校として20百万円、またIT
関連の設備投資費用として21百万円を支出しております。
　学習塾事業では、校舎のリニューアルや移転により１億63百万円、校舎の新規開校として28百万円を
支出しております。
　グローバル事業では、設備のリニューアルにより14百万円、IT関連の設備投資費用として５百万円を
支出しております。
　能力開発・キャリア支援事業では、IT関連の設備投資費用として2億６百万円を支出しております。
　その他では、IT関連の設備投資費用として１百万円を支出しております。
　また、報告セグメントに分類されない本社管理部門で、IT関連の設備投資費用として64百万円、主に
本社の内装工事として９百万円を支出しております。
　報告セグメント別での設備投資の総額は、高校・大学事業で１億35百万円、学習塾事業で１億93百万
円、グローバル事業で20百万円、能力開発・キャリア支援事業で２億７百万円、その他で４百万円、報
告セグメントに分類されない全社部門で84百万円となりました。

(3) 資金調達の状況
　前項設備投資に係る所要資金は、自己資金により充当しております。

(4) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　該当事項はありません。

(5) 他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

(6) 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　　該当事項はありません。

(7) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　当社は、2023年10月31日に株式会社テラス１の株式のうち113株を取得し、100％子会社化いた
しました。
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対処すべき課題

(8) 対処すべき課題
　我が国の経済活動は、新型コロナウイルス感染症による制限が緩和されて正常化に進む一方で、不安定
な世界情勢のもと、資源や原材料の価格高騰、円安の継続や物価上昇の影響は大きく、先行き不透明な状
態は依然続くと考えられます。また、「学び」を取り巻く環境は、生涯学習化と多様化・個別最適化が一
層進んでいくものと思われます。
　そのような中、当社グループは「“社会で活躍できる人づくり”を実現できる最高の教育機関をめざす」
というコーポレートビジョンのもと、幅広い世代の方々に多様な学習機会を提供し、人の成長に生涯に亘
って寄り添い、様々な社会課題の解決に貢献できる人づくりを通じて企業価値の向上に努めてまいりま
す。
　高校・大学事業では、通信制高校「第一学院高等学校」を中心に、生徒一人ひとりの新しい可能性や機
会の発見とキャリア形成を支援する取り組みを一層推進いたします。オンライン・オフラインを組み合わ
せた学習活動、地域全体を学校と捉えたキャリア教育（コミュニティ共育）、新規サービスモデルの高
校・大学年代の異年齢が集う学びのコミュニティスペース「managara BASE（マナガラ・ベース）」な
どの展開によって、一層多様化・個別化していく学びのニーズに応えてまいります。今後、全国での支持
の広がりを一層拡大していくために、未出校地域への新規校展開を計画しております。
　学習塾事業では、独自の教育メソッド（プラスサイクル学習法）を更に深化させ、これからの社会で
益々求められる「主体的に学ぶ力」を育み、Ed Techを活用した学びの自立化と個別最適化を推進いたし
ます。知識や技能に留まらず、学んだことを使う力、学び方を身につけるカリキュラムを充実させるべ
く、引き続き自立型・個別最適化学習PLS（Positive Learning System）や生徒一人ひとりの個別合格戦
略コース、集団コースにおける成績上位生向けオンラインライブ授業の「最高水準＋（プラス）コース」
の対象校を拡大していきます。また、株式会社Blue Sky FCが運営する「個別指導まなび」の開校を進め
る一方で、統廃合や抜本的な運営改革等を並行し、環境変化と地域ニーズに対する校舎規模・設備・業態
等、事業展開の最適化と事業成長基盤の再構築を推し進めてまいります。
　グローバル事業では、通訳・翻訳者の派遣、日本語教育事業、ランゲージサービス事業等の国内展開、
ベトナムやインドネシアでの日本語・技能教育プログラムを展開し、インバウンド需要の増加に伴う国内
事業での展開、ベトナムやインドネシアを軸とした教育水準の向上への貢献、就労機会の提供に努めてま
いります。ランゲージサービスでは、国際的なイベントが開催されることに伴い、通訳・翻訳を軸とした
関係者へのホスピタリティ支援と継続的なビジネスの展開をつくっていくと共に、来年開催される大阪・
関西万博での事業拡大を含め、社会のグローバル化と世界で活躍できる人づくりの支援を進めます。
　能力開発・キャリア支援事業では、学習塾・学童市場への能力開発プログラム、企業向けの学習ポータ
ル、eラーニング教育サービス、アンガーマネジメントの講師育成・研修を展開することで、生涯に亘る
学びを支援しております。コンテンツの開発や各種プログラムの連携によって、人生100年時代と呼ばれ
る社会において、人の成長機会を今後一層つくっていけるよう、展開してまいります。
　その他、介護予防フィットネスでのヘルスケア等で、支援できる年齢層や領域を拡げ、深められるよ
う、努めてまいります。

株主の皆様の変わらぬご支援に感謝申し上げますとともに、今後とも一層のご理解とご支援を賜ります
ようお願い申し上げます。
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企業集団の財産及び損益の状況

期　別
区　分

第45期
2020年度

第46期
2021年度

第47期
2022年度

第48期
(当連結会計年度)

2023年度
売 上 高 (千円) 16,277,688 17,635,038 19,856,970 20,690,427
経 常 利 益 (千円) 1,331,794 2,245,946 2,155,744 1,952,743
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 (千円) 576,807 1,284,369 589,709 904,696
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 ( 円 ) 60.48 135.74 64.24 100.37
潜在株式調整後１株当たり当期純利益 ( 円 ) 59.91 134.43 63.62 99.42
総 資 産 額 (千円) 14,742,471 18,773,341 19,515,870 18,315,729
純 資 産 額 (千円) 5,348,155 5,888,303 5,990,280 6,212,556
１ 株 当 た り 純 資 産 額 ( 円 ) 534.14 604.07 627.10 684.33

期　別
区　分

第45期
2020年度

第46期
2021年度

第47期
2022年度

第48期
(当事業年度)
2023年度

売 上 高 (千円) 12,062,439 13,229,615 13,650,357 13,900,274
経 常 利 益 (千円) 1,132,532 2,113,423 1,693,593 1,591,178
当 期 純 利 益 (千円) 425,383 1,113,505 354,573 983,588
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 ( 円 ) 44.60 117.69 38.62 109.12
潜在株式調整後１株当たり当期純利益 ( 円 ) 44.19 116.54 38.25 108.09
総 資 産 額 (千円) 12,341,078 15,814,830 16,063,509 15,427,926
純 資 産 額 (千円) 4,406,038 4,733,499 4,526,585 5,388,976
１ 株 当 た り 純 資 産 額 ( 円 ) 458.55 507.74 500.59 593.23

(9) 企業集団の財産及び損益の状況

(注１) 千円未満は切り捨てて表示しております。また、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益並びに１株当たり純資産額は小数点
第３位を四捨五入して表示しております。

(注２) １株当たり当期純利益は期中平均発行済株式数により、１株当たり純資産額は期末発行済株式数により算出しております。また、株式数は自己株式を
控除して算出しております。

(ご参考) 当社の財産及び損益の状況の推移

(注１) 千円未満は切り捨てて表示しております。また、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益並びに１株当たり純資産額は小数点
第３位を四捨五入して表示しております。

(注２) １株当たり当期純利益は期中平均発行済株式数により、１株当たり純資産額は期末発行済株式数により算出しております。また、株式数は自己株式を
控除して算出しております。

49



株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

招
集
ご
通
知

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

ご
参
考

2024/05/29 17:54:09 / 23072477_株式会社ウィザス_招集通知_アクセス通知用

重要な親会社及び子会社の状況、主要な事業内容

会社名 資本金 議決権比率 主要な事業内容
株 式 会 社 ブ リ ー ズ 93百万円 100.0％ 広 告 事 業

株 式 会 社 S R J 65百万円 100.0％
（100.0％） I C T 教 育 ・ 能 力 開 発 事 業

株 式 会 社 レ ビ ッ ク グ ロ ー バ ル 60百万円 100.0％
（100.0％）

企 業 内 研 修
ポ ー タ ル サ イ ト 事 業

株 式 会 社 佑 学 社 53百万円 100.0％ 学 習 塾 事 業

株 式 会 社 テ ラ ス １ 50百万円 100.0％ 傘 下 子 会 社 の 事 業 連 携 、
事 業 支 援 ・ 経 営 管 理

株 式 会 社 学 習 受 験 社 25百万円 100.0％ 学 習 塾 事 業
株 式 会 社 吉 香 20百万円 100.0％ ラ ン ゲ ー ジ サ ー ビ ス 事 業
株 式 会 社 グ ロ ー バ ル ウ ィ ザ ス 10百万円 100.0％ 日 本 語 教 育 事 業
京 大 ゼ ミ ナ ー ル 久 保 塾 株 式 会 社 10百万円 100.0％ 学 習 塾 事 業
株 式 会 社 B l u e  S k y  F C ５百万円 100.0％ 学 習 塾 事 業

(10) 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社との関係
　当社は親会社を有しておりません。

② 重要な子会社の状況

　 (注１) 当社の議決権比率欄の（　）内は、間接所有割合で、内数となっております。
　 (注２) 当社子会社の株式会社グローバルウィザスと株式会社ウィザスグローバルソリューションズは、2023年10月１日を効力発生日として、株式会社グロー
　　　　 バルウィザスを存続会社とする吸収合併を行いました。
　 (注３) 当社子会社の株式会社レビックグローバルとアンガーマネジメント株式会社は、2024年１月１日を効力発生日として、株式会社レビックグローバルを

         存続会社とする吸収合併を行いました。
　 (注４) 当社は、2023年10月31日に株式会社テラス１の株式のうち113株を取得し、100％子会社化いたしました。

(11) 主要な事業内容 （2024年３月31日現在）

　当社グループは総合教育サービス企業として、次の教育サービスを主たる事業として営んでおります。
① 広域通信制単位制高等学校の運営や、中学生等を対象とするICTを活用した学校外での学習機会の提
　 供、社会人(高卒以上)を対象とした各種資格・スキル等取得に向けた支援を行う「高校・大学事業」
② 幼児から高校生までを対象とする教科学習指導・進学受験指導ならびに能力開発指導と独自の「プ
　 ラスサイクル学習法」を用いた学力指導を行う「学習塾事業」
③ 留学生や日本で働く外国人への日本語教育、日本語講師の育成、通訳・翻訳業務や高い語学力を持
　 つ人材派遣、外国人の採用から就労・生活支援のサービスを一体となって行う「グローバル事業」
④ 小学生から社会人までを対象としたICT教育ソリューションの提供、社員研修や営業研修の法人向け
　 オンライン教育サービス、アンガーマネジメントの講師育成・企業研修等を行う「能力開発・キャ
　 リア支援事業」
⑤ その他（ヘルスケア事業、就労移行支援事業、広告事業等）
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北海道 1校（1校）

東北地方 4校（4校）

関東地方
14校（15校）

九州地方 3校（8校）

中部・東海・北陸地方
 9校（10校）

四国地方 1校（1校）

近畿地方 102校（192校）
中国地方 3校（3校）

沖縄県 
0校（8校）

事業報告
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主要な事業所

(12) 主要な事業所 （2024年３月31日現在）

本社 大阪市中央区
東京本部 東京都港区

事業拠点
合計137カ所
(連結242カ所)

＊（　 ）内数値は連結事業所数

① 主要な事業所

　

拠点数
事業区分 所在地域 単体 連結

高 校 ・ 大 学 事 業 北 海 道 1 1
東 北 4 4
関 東 14 14
中部・東海・北陸 9 9
近 畿 8 8
中 国 2 2
四 国 1 1
九 州 3 3

小 計 42 42
学 習 塾 事 業 近 畿 94 175

中 国 1 1
九 州 0 1
沖 縄 0 8

小 計 95 185
グ ロ ー バ ル 事 業 関 東 0 1

中部・東海・北陸 0 1
近 畿 0 1
九 州 0 4

小 計 0 7
そ の 他 近 畿 0 8
合 計 137 242　

株式会社ブリーズ 大阪市中央区
株式会社佑学社 大阪市生野区
株式会社学習受験社 福岡市中央区
株式会社吉香 東京都千代田区
株式会社グローバルウィザス 名古屋市中村区
京大ゼミナール久保塾株式会社 兵庫県西宮市
株式会社Blue Sky FC 大阪府貝塚市
株式会社テラス１ 東京都中央区
株式会社SRJ 東京都中央区
株式会社レビックグローバル 東京都港区

　　　② 主要な子会社の事業所（本店所在地）
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従業員の状況、主要な借入先及び借入額、その他企業集団の現況に関する重要な事項

(13) 従業員の状況 （2024年３月31日現在）

区分 従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数
男 性 642名 14名増 42.7才 13.2年
女 性 329名 39名増 38.4才 7.3年
計 又 は 平 均 971名 53名増 41.3才 11.3年
(注１) 当社の従業員数は590名（男性390名、女性200名）であります。
(注２) 上記のほか、非常勤講師1,389名及びパートタイマー253名（2024年３月31日現在）がおりますが、すべて当社の臨時従業員であります。

(14) 主要な借入先及び借入額 （2024年３月31日現在）

借入先 借入金残高
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 509,475千円
株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 175,000千円
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 100,000千円
株 式 会 社 西 日 本 シ テ ィ 銀 行 90,590千円
株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 53,750千円
株 式 会 社 三 十 三 銀 行 29,270千円

(15) その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。

52



事業報告

2024/05/29 17:54:09 / 23072477_株式会社ウィザス_招集通知_アクセス通知用

会社の株式に関する事項

2 会社の株式に関する事項
株式の状況 （2024年３月31日現在）

① 発行可能株式総数 44,760,000株
② 発行済株式の総数 9,039,742株（自己株式1,100,258株を除く。）
③ 株主数 2,055名
④ １単元の株式数 100株

株主名 持株数 持株比率
株 式 会 社 ヒ ン ト ア ン ド ヒ ッ ト 653千株 7.22％
ＧＬＯＢＡＬ　ＥＳＧ　ＳＴＲＡＴＥＧＹ 514 5.69
Ｇ Ｏ Ｌ Ｄ Ｍ Ａ Ｎ 　 Ｓ Ａ Ｃ Ｈ Ｓ
Ｉ Ｎ Ｔ Ｅ Ｒ Ｎ Ａ Ｔ Ｉ Ｏ Ｎ Ａ Ｌ 500 5.53
立 花 証 券 株 式 会 社 479 5.30
堀 川 　 直 人 468 5.18
堀 川 　 明 人 466 5.16
ウ ィ ザ ス 社 員 持 株 会 383 4.25
ＧＬＯＢＡＬ　ＥＳＧ　ＳＴＲＡＴＥＧＹ 316 3.50
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 299 3.31
ＧＬＯＢＡＬ　ＥＳＧ　ＳＴＲＡＴＥＧＹ２ 273 3.03

●所有者別分布（持株比率）

個人・その他 47.30％
外国人 20.53％
事業法人 15.17％
証券会社 8.76％
金融機関 8.24％

●所有株数別分布（持株比率）

1,000株以上 7.70％
10,000株以上 17.41％
100,000株以上 61.57％
1,000,000株以上 10.86％
1,000株未満 2.46％

⑤ 大株主（上位10名）

(注１) 当社は、自己株式を1,100,258株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
(注２) 持株比率は自己株式を控除して計算しております。
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⑥ 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
　当社は、2018年６月26日開催の第42回定時株主総会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬制度を導
入いたしました。これに基づき、2023年６月28日開催の取締役会において譲渡制限付株式報酬とし
て、自己株式の処分を決議し、同年７月26日付で取締役（社外取締役を除く。）４名に対し自己株式
9,500株の処分を行っております。なお、この譲渡制限付株式は、2053年７月25日までの間、譲渡
その他処分をすることができないものといたしております。

⑦ 従業員持株会を通じた当社従業員への譲渡制限付株式付与制度
　当社は、2023年５月12日開催の取締役会決議に基づき、当社従業員に対してウィザス社員持株会を
通じて譲渡制限付株式を付与する制度を導入しました。本制度に基づき、同年８月23日開催の取締役
会において、社員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分を決議し、2023
年11月30日付で、ウィザス社員持株会に対し、当社普通株式40,500株の自己株式の処分を行ってお
ります。なお、この譲渡制限付株式は、2025年11月29日までの間、譲渡その他処分をすることがで
きないものといたしております。

⑧ その他株式に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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3 新株予約権等の状況

名称 新株予約権の数 目的となる株式の数 権利行使価格 行使の条件 権利行使期間
第１回
新株予約権 260個 26,000株 １株当たり１円 （注１） 2015年７月25日から

2035年７月24日まで
第２回
新株予約権 359個 35,900株 １株当たり１円 （注１） 2016年７月26日から

2036年７月25日まで
第３回
新株予約権 242個 24,200株 １株当たり１円 （注１） 2017年７月24日から

2037年７月23日まで

名称

取締役
（社外取締役を除く） 社外取締役 監査役

新株予約権の数及び
目的となる株式の数 保有者数 新株予約権の数及び

目的となる株式の数 保有者数 新株予約権の数及び
目的となる株式の数 保有者数

第１回
新株予約権

221個
（22,100株） ２名 － － 39個

（3,900株） １名

第２回
新株予約権

305個
（30,500株） ２名 － － 54個

（5,400株） １名

第３回
新株予約権

210個
（21,000株） ３名 － － 32個

（3,200株） １名

(1) 当事業年度末日における新株予約権の状況

(注１) 新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、取締役、監査役、顧問、理事、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内（10日目が休日に当た
る場合には翌営業日）に限り、新株予約権を行使することができる。

②上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社
となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又
は会社法第416条第４項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合）、当該承認日の翌日から30日間以内に限り新株予約権を行使できる
ものとする。但し、別途定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される
場合を除くものとする。

③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(注２) 新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は、100株であります。

(2) 当事業年度末日において当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

(注) 監査役保有分は、新株予約権発行時に当社取締役の地位にあったときに付与されたものであります。

(3) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に交付した新株予約権の状況
　該当事項はありません。

(4) その他新株予約権等に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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4 会社役員に関する事項
(1) 取締役及び監査役の状況 （2024年３月31日現在）

会社における地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長
い
生

 

　
 

　
 

 
こま
駒

 

　
 

　
 

 
とみ
富

 

　
 

　
 

 
お
男 ㈱Blue Sky FC　取締役

常 務 取 締 役
たけ
竹

 

　
 

　
 

 
した
下

 

　
 

　
 

 
じゅん
淳

 

　
 

　
 

 
じ
司

能力開発・キャリア支援事業カンパニー長
㈱テラス１　取締役
㈱レビックグローバル　取締役

常 務 取 締 役
あか がわ たく じ

赤 川 志　
統括支援本部長

取 締 役
あ
阿

 

　
 

　
 

 
の
野

 

　
 

　
 

 
 

　
 

　
 

　
 

 
たかし
孝 高校・大学事業カンパニー長

取 締 役
おお
大

 

　
 

　
 

 
さわ
澤

 

　
 

　
 

 
じゅん
純

 

　
 

　
 

 
こ
子 ソアーク・コンサルティング㈱　代表取締役

取 締 役
たか
鷹

 

　
 

　
 

 
の
野

 

　
 

　
 

 
まさ
正

 

　
 

　
 

 
あき
明

OFFICE TAKANO　代表
㈱たち吉　代表取締役社長
ブックオフグループホールディングス㈱　社外取締役

常 勤 監 査 役
おお
太

 

　
 

　
 

 
た
田

 

　
 

　
 

 
よし
善

 

　
 

　
 

 
くに
邦

監 査 役
わか
若

 

　
 

　
 

 
まつ
松

 

　
 

　
 

 
ひろ
弘

 

　
 

　
 

 
ゆき
之

公認会計士
公認会計士若松弘之事務所　代表
㈱ジェネリス　代表取締役
㈱MIXI　社外監査役
㈱レノバ　社外監査役
高砂熱学工業㈱　社外取締役（監査等委員）

監 査 役
なる
成

 

　
 

　
 

 
せ
瀬

 

　
 

　
 

 
か
圭

 

 
 

 
ず
珠

 

 
 

 
こ
子

弁護士
拔弁天法律事務所　代表
公益財団法人　東京都軟式野球連盟　副会長理事
㈱鳥羽洋行　社外取締役
ウェルネオシュガー㈱　社外監査役

(注１) 取締役大澤純子氏及び取締役鷹野正明氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
(注２) 監査役若松弘之氏及び監査役成瀬圭珠子氏は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査役であります。
(注３) 監査役若松弘之氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
(注４) 監査役成瀬圭珠子氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士活動を通じ、企業を統治する高い識見を有するものであります。
(注５) 取締役大澤純子氏、取締役鷹野正明氏及び監査役成瀬圭珠子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ておりま

す。
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(2) 事業年度中に退任した取締役及び監査役
 該当事項はありません。

(3) 責任限定契約の内容の概要
　当社は、会社法第427条第１項の規定により、各社外取締役及び各監査役との間で、会社法第423条
第１項の損害賠償責任を法令の定める最低責任限度額まで限定する契約を締結しております。

(4) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、保険会社との間で、当社及び会社法上の全ての当社の子会社の取締役及び監査役（当事業年
度中に在任していた者を含む。）を被保険者とする、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償
責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
　当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追
及に係る請求を受けることによって負担することになる損害を当該保険契約により保険会社が塡補する
ものであり、１年ごとに契約更新しております。次回更新時には同内容での更新を予定しております。

(5) 取締役及び監査役の報酬等の総額
①役員報酬等の内容の決定に関する方針等
　当社は、2021年２月17日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方
針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬
等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していること
を確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

ａ．基本方針
　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう
株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水
準とすることを基本方針とする。
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　具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び株式報酬により構
成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。

ｂ．基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
　当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、職位及び代表権に応じて他社水準、当社の業
績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。

ｃ．業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
　業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報
酬とし、翌年度の業績連動報酬等へ反映する。
　なお、業績指標は、管轄する部門の売上高、営業利益、経常利益の昨年対比かつ目標達成度合いに
応じて算出されたものとする。目標となるその値は、中期経営計画と整合するよう年度ごとの計画策
定時に設定する。
　非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬とする。譲渡制限付株式報酬とは、当社の社外取締役を除く
取締役を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との
一層の価値共有を進めることを目的とした報酬制度である。

ｄ．金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する
割合の決定に関する方針

　取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企
業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、取締役会で決定することとする。

ｅ．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
　個人別の報酬額については取締役会決議（報酬総額）に基づき代表取締役社長がその具体的内容に
ついて委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当部門
の業績を踏まえた業績連動報酬等の評価配分とする。
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区分 報酬等の総額
報酬等の種類別の総額

対象となる役員の員数
基本報酬 非金銭報酬等

取 締 役
（うち社外取締役）

109,576千円
（11,400千円）

97,839千円
（11,400千円）

11,737千円
（－）

６名
（２名）

監 査 役
（うち社外監査役）

21,540千円
（10,200千円）

21,540千円
（10,200千円）

－千円
（－）

３名
（２名）

計
（うち社外役員）

131,116千円
（21,600千円）

119,379千円
（21,600千円）

11,737千円
（－）

９名
（４名）

②当事業年度に係る報酬等の総額等

　　(注１) 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれておりません。
　　(注２) 非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は次のとおりであります。
　　　　　また、当事業年度における交付状況は「２ 会社の株式に関する事項」「⑥ 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況」に
　　　　　記載しております。
　　　　　①譲渡制限期間
　　　　　　対象取締役は、本割当契約により割当を受けた日より10年間から30年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間（以下、「譲渡制限期間」
　　　　　　という。）、本割当契約により割当を受けた当社の普通株式（以下、「本割当株式」という。）について、譲渡、担保権の設定その他の処分をして
　　　　　　はならない（以下、「譲渡制限」という。）。
　　　　　②退任又は退職時の取扱い
　　　　　　対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人のいずれの地位をも退
　　　　　　任又は退職した場合には、その退任又は退職につき、任期満了、死亡その他正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得
　　　　　　する。
　　　　　③譲渡制限の解除
　　　　　　上記①の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執
　　　　　　行役員、監査役、使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限
　　　　　　を解除する。但し、当該対象取締役が、上記②に定める任期満了、死亡その他正当な理由により、譲渡制限期間が満了する前に上記②に定める地位
　　　　　　を退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。ま
　　　　　　た、当社は、上記の規定に従い譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
　　　　　④組織再編等における取扱い
　　　　　　上記①の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画
　　　　　　その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（但し、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の
　　　　　　取締役会）で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理
　　　　　　的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、当社は、上記に規定する場合、譲渡制限
　　　　　　が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
　　　　　⑤その他の事項
　　　　　　本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。
　　(注３) 取締役の金銭報酬の額は、1998年６月26日開催の第22回定時株主総会において年額200,000千円以内（但し、使用人分給与は含まない）と決議
　　　　　いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、14名です。また、金銭報酬とは別枠で2018年６月26日開催の第42回定時株主総
　　　　　会において、取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に関する金銭報酬債権として年額20,000千円以内、株式数の上限を年
　　　　　100,000株以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く。）の員数は、５名です。
　　(注４) 監査役の報酬等の額は、1998年６月26日開催の第22回定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終
　　　　　結時点の監査役の員数は、２名です。
　　(注５) 取締役会は、代表取締役社長生駒富男に対し各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当部分の業績を踏まえた業績連動報酬等の評価配分の決定を委
　　　　　任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには、代表取締役社長が適していると判断
　　　　　したためであります。
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区分 氏名 取締役会（17回） 監査役会（15回）
取 締 役 大 澤 純 子 17回 ‐回
取 締 役 鷹 野 正 明 17回 ‐回
監 査 役 若 松 弘 之 17回 15回
監 査 役 成 　 瀬 　 圭 珠 子 16回 15回

(6) 社外役員に関する事項
① 重要な兼職先と当社との関係
　取締役大澤純子氏は、ソアーク・コンサルティング株式会社の代表取締役であります。なお、当社と
同社との間には特別の利害関係はありません。
　取締役鷹野正明氏は、ブックオフグループホールディングス株式会社の社外取締役であります。な
お、当社と同社との間には特別の利害関係はありません。また、同氏は株式会社たち吉の代表取締役社
長及びOFFICE TAKANOの代表を兼職しておりますが、当社と同社及びOFFICE TAKANOとの間に
は特別の利害関係はありません。
　監査役若松弘之氏は、公認会計士若松弘之事務所の代表及び株式会社ジェネリスの代表取締役であり
ます。なお、当社と同事務所及び同社との間には特別の利害関係はありません。また、同氏は株式会社
MIXIの社外監査役、株式会社レノバの社外監査役及び高砂熱学工業株式会社の社外取締役（監査等委
員）を兼職しておりますが、当社と各社との間には特別の利害関係はありません。
　監査役成瀬圭珠子氏は、拔弁天法律事務所の代表であります。なお、当社と同事務所との間には特別
の利害関係はありません。また、同氏は公益財団法人東京都軟式野球連盟の副会長理事、株式会社鳥羽
洋行の社外取締役及びウェルネオシュガー株式会社の社外監査役を兼職しておりますが、当社と同法人
及び各社との間には特別の利害関係はありません。

② 会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者また業務執行者でない役員との親族関係
　該当事項はありません。

③ 各社外役員の当事業年度における主な活動状況
・取締役会及び監査役会への出席状況

(注) 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第26条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が７回ありま
した。
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・取締役会及び監査役会における発言状況並びに社外取締役に期待される役割に関して行った職務
の概要
　取締役大澤純子氏は、サービス業の人材開発のコンサルタントと、企業の組織改革や人材育成
の豊富な経験から、取締役会では、当社の人材の活性化や経営全般について専門的な立場から監
督、助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
　取締役鷹野正明氏は、百貨店事業におけるマーケティングの豊富な経験と、マーチャンダイジ
ングやCS経営における幅広い知見から、取締役会では、当社の事業イノベーションと、社会貢
献・顧客貢献の視点から経営全般について専門的な観点から監督、助言を行うなど、意思決定の
妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
　監査役若松弘之氏は、公認会計士としての豊富な経験と企業経営に精通し、企業経営を統治す
る高い識見を有していることから、諸課題に対して発言するほか、取締役会の意思決定の妥当
性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査役会において、適宜必要な発言
を行っております。
　監査役成瀬圭珠子氏は、弁護士としての豊富な経験と企業法務に精通し、企業経営を統治する
高い識見を有していることから、諸課題に対して発言するほか、取締役会の意思決定の妥当性・
適正性を確保するための発言を行っております。また、監査役会において、適宜必要な発言を行
っております。
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5 会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称　　　　有限責任監査法人トーマツ

(2) 当該事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
　公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額

39,500千円

(注１) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を明確に区分しておらず、実質的に
も区分できないため上記金額は合計額で記載しております。

(注２) 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った
うえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

(3) 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額
42,685千円

(4) 非監査業務の内容
　当社は有限責任監査法人トーマツに対して、内部統制報告制度の改訂に対する助言業務についての対
価を支払っております。

(5) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計
監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会
の会議の目的とすることを決定いたします。
　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場
合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査
役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告い
たします。
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6 会社の体制及び方針
イ．業務の適正を確保するための体制
　当社の業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針（「内部統制システム構築に関する
基本方針」）の取締役会決議の内容（最終改定　2015年４月30日）及び当該体制の運用状況は次のと
おりであります。

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①　当社は、取締役、従業員を含めた法令等の遵守（以下「コンプライアンス」という）の体制に係る
規程を制定するとともに、会議や研修において全取締役及び従業員に継続的に伝達することによ
り、法令遵守と社会倫理の遵守を企業活動の原点として徹底する。

②　取締役会については「取締役会規則」を定め、取締役間の意思の疎通を図るとともに、相互に業務
執行を監督し、法令又は定款に違反する行為を未然に防止する。

③　監査役及び内部統制監査室は、各部門の責任者と連携し、コンプライアンス体制の調査、法令又は
定款上に違反及び違反の疑義がある行為の問題の有無を調査し、取締役会に報告する。取締役会
は、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。

④　代表取締役はコンプライアンス統括責任者を任命し、コンプライアンス統括責任者を委員長とする
コンプライアンス委員会を常設の機関として設置し、コンプライアンス体制の構築、維持・整備に
あたる。また、コンプライアンス上の問題等が生じた場合、審議した結果を取締役会に適宜報告す
る。

⑤　当社の事業活動又は取締役及び従業員に法令もしくは定款上の違反の疑義がある行為等を発見した
場合、それを告発しても当該者に不利益な扱いを行わない旨等を規定する「社内通報保護規程」を
制定する。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①　「文書管理規程」を定め、保存・管理すべき情報の保存期間及び管理方法、情報の漏洩、滅失、紛
失時等の対応方法を規定し、これに基づき当該情報を文書又は電磁的媒体に記録し、安全かつ検索
性の高い状態で整理・保存する。

②　前号の文書又は電磁的媒体は、本社において、取締役又は監査役からの閲覧要請に対して速やかに
応じることができる状態で保管する。監査役は保存及び管理の状況について規程に準じて実施され
ているかについて監査し、必要に応じて取締役会に報告する。
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(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①　業務執行に係るリスクをトータルに認識・評価し、適切なリスク対応を行うために「経営リスク管

理規程」を定め、全社的なリスク管理体制を整備する。
②　リスク管理の実効性を確保するため、担当取締役を委員長とするリスク管理委員会を設置する。リ
スク管理委員会は、リスク管理の方針の決定、リスク管理に係るリスクの評価及びリスクの予防措
置の検討を行うとともに、カテゴリーごとのリスクを体系的に管理するため、適宜カテゴリー別ワ
ーキンググループを設置し、各カテゴリーに係るリスクの具体的対応策及び予防措置の検討を行
い、カテゴリーごとのリスク管理体制を確立する。

③　不測の事態が発生した場合の手続きを含む危機管理体制を整備し、迅速かつ適正な対応を行い、損
害の拡大を防止し、被害を最小限に止める。

④　監査役及び内部統制監査室は、各カテゴリーのリスク管理状況を監査し、その結果を取締役会に報
告する。取締役会は定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①　取締役会を月１回開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。また、事業部門を管掌する執行役
員と取締役との連携を図り、取締役会の意思を効率的に各部門の業務遂行に反映させる。

②　各本部担当取締役は、経営計画に基づいた各本部が実施すべき具体的な施策及び効率的な業務遂行
体制を決定するとともに、その遂行状況を取締役会において定期的に報告させ、効率的な業務遂行
を阻害する要因の分析とその改善を図る。

(5) その他の当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①　当社子会社の所轄業務についてはその自主性を尊重しつつも、一定の事項については当社への報告
を求めることにより、各子会社の経営管理を行う。

②　「関係会社管理規程」に基づき、当社子会社と一体となったコンプライアンスの推進を行うものと
し、各子会社において当社に準拠したコンプライアンス規程を整備する。

③　当社及び当社子会社間において、コンプライアンス体制、情報管理体制、リスク管理体制など各体
制の統一化を図り、情報の共有化を行う。

④　年２回、代表取締役から当社グループ全体の経営理念や運営方針を当社及び当社子会社の全取締役
及び従業員に伝達することにより、企業活動の原点である法令遵守と社会倫理の遵守を徹底し、経
営の効率化を確保する。
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⑤　監査役と内部統制監査室は、定期又は随時にグループ管理体制や親子間取引等について監査を行
い、その結果を取締役会に報告する。

⑥　当社子会社においても、「社内通報保護規程」を適用する。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、監査
役を補助すべき使用人（以下「監査役補助者」という）を指名することができる。

(7) 監査役補助者の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関
する事項
①　監査役補助者は、その指名されている期間中、専ら監査役の指揮命令に従い、取締役の指揮命令は
受けないものとする。

②　監査役補助者は、その指名されている期間中、業務の執行に係る役職を兼務しないものとする。

(8) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制、及びその他
の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①　当社及び当社子会社の取締役及び使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項
及び不正行為や重要な法令並びに定款に違反する行為を認知した場合のほか、重要な会議の決定事
項、重要な会計方針・会計基準の変更、内部監査の実施状況、重要な月次報告、その他必要な重要
事項を監査役に報告するものとする。

②　監査役は重要な意思決定プロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会及びその他重要会議
に出席するとともに、稟議書類等、業務執行に係る重要な文書を閲覧し、確認すべき事項があれば
取締役及び従業員に説明を求めるものとする。

③　代表取締役は、監査役と相互の意思疎通を図るため定期的な会合をもつこととする。
④　監査役は独立性と権限により監査の実効性を確保するとともに、内部統制監査室や会計監査人及び
各部門の責任者並びに各子会社の監査役と緊密な連携を保ちながら、自らの監査成果の達成を図
る。

⑤　当社グループ全体に「社内通報保護規程」を適用するとともに、監査役による社内相談窓口を設
け、全取締役及び従業員に周知徹底する。

⑥　監査役の職務執行に関して生じる費用については、監査役からの請求により所定の手続きを経て会
社が負担する。

⑦　監査役は、職務執行に必要な場合には、弁護士又は公認会計士等外部専門家と連携する。
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(9) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　上記（1）から（8）の業務の適正を確保するための体制について、当社は、その整備及び運用状況
について、監査役及び内部統制監査室がモニタリングにて継続的に確認するなど調査を実施しておりま
す。また、確認・調査の結果問題点や課題が判明した場合は、コンプライアンス委員会を通じて取締役
会にその内容を報告しております。
　なお、金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の有効性の評価」についても内部統制監査
室が各部門と連携して実施しております。

ロ．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
　当社は、2008年12月17日開催の取締役会におきまして、「反社会的勢力排除に向けた基本的な考
え方及びその整備」を決議いたしました。社会秩序や市民社会の安全に脅威を与える反社会的勢力に対
しては、毅然たる態度で対処するとともに、このような団体、個人とは一切関係を持ちません。
　当該団体、個人が接触してきた場合は、直ちに組織的な対応を図るとともに、不当、不法な要求には
警察や関連団体等とも連携し、断固拒否する方針です。
　また、不測の事態に備え、反社会的勢力の関連情報の入手や動向に注意を払うとともに、万一、反社
会的勢力とは知らずに、何らかの関係を有した場合は、警察等の関係機関とも連携し、速やかに関係を
解消いたします。
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7 会社の支配に関する基本方針
(1) 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
　当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては、当社企業価値の源泉である当社の
教育理念及び経営理念、多くのステークホルダーとの信頼関係を理解し、当社の企業価値ひいては株主
共同の利益を、中長期的に確保、向上させ得る者が望ましいと考えております。
　もとより、当社取締役会は、当社が上場企業である以上、当社株式等の売買は、当社株主の皆様の判
断においてなされるのが原則であり、当社株式等の大規模買付行為が行われる場合においても、その諾
否は、最終的には株主の皆様の自由なご意思により判断されるべきものであると考えており、大規模買
付行為を全て否定するものではありません。
　しかしながら、当社株式等の大規模買付行為が行われる場合、その目的・手法等から見て会社に回復
し難い損害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、株主が買付けの条
件等について検討し、或いは当社取締役会が代替案を提示するための十分な時間や情報を提供しないも
の、買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするもの等、当
社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大規模買付行為が行われる可能性も否定できません。
　当社は、当社株式等に対してこのような大規模買付行為を行う者は、例外的に当社の財務及び事業の
方針の決定を支配する者として適切でないと考えております。

(2) 当社の財産の有効活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する取組み
　当社は、「顧客への貢献」、「社員への貢献」、「社会への貢献」という経営理念と「１／１の教
育」という教育理念の下、「“社会で活躍できる人づくり”を実現できる最高の教育機関をめざす」とい
うコーポレートビジョンの具現化を継続して追究しております。具体的には、「高校・大学事業」「学
習塾事業」「グローバル事業」「能力開発・キャリア支援事業」の強化を図ることで、ステークホルダ
ーの皆様にその成果を高いレベルで還元できる企業づくりを目指しております。また、事業分野ごと
に、教育理念、経営理念に基づき、社会で活躍できる人づくりを目的として、達成目標と具体的施策を
定めております。当社はこれらの施策を実現させることによって、社会的貢献を果たすとともに、当社
の企業価値の向上に努めております。
　一方、コーポレートガバナンス充実策の一環として、弁護士、公認会計士という立場での、企業の経
営管理のあり方に高い識見を有する社外監査役２名を選任しております。また取締役会の機能を経営の
基本方針、経営に関する重要事項の意思決定機関、取締役の職務執行の監督機関と明確に位置づけてお
ります。さらに取締役の職務執行を補完し、より事業運営を円滑に進めるために執行役員制度を設け、
執行役員が取締役と連携し、企業価値向上を目指し、業績確保・業務改革・顧客満足度向上実現やIR拡
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充などの主要経営管理機能の充実にスポットを当て、業務執行に反映させております。
　加えて、2006年５月に内部統制システム構築に関する基本方針を定め（2015年４月に一部改
定）、コンプライアンス委員会の設置、コンプライアンス基本規程・経営リスク管理規程・社内通報保
護規程の制定を行った上で、当社グループのコンプライアンスの推進に取り組んでおります。

(3) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止す
るための取組み
　当社は、2007年11月16日開催の当社取締役会において（1）で述べた会社支配に関する基本方針に
照らし、「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策」（以下、「旧対応策」といいます。）の導入
を決議いたしました。その後、当社は経済産業省企業価値研究会をはじめとする買収防衛策に関する議
論等の動向等を踏まえ、基本方針を一部変更するとともに、基本方針に照らして不適切な者によって当
社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、旧対応策を一部修正
した「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策」（以下、「本対応策」といいます。）を３年間更
新することについて2011年６月24日、2014年６月26日、2017年６月23日、2020年６月24日、
2023年６月28日開催の定時株主総会でそれぞれ株主の皆様の承認を得ました。

　本対応策は、特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株式等の買付
行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株式等の買付行為（いず
れについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除きます。また市場取引、公開買付け等の具体
的な買付方法の如何を問いません。以下、このような買付行為を「大規模買付行為」といい、大規模買
付行為を行おうとする者を「大規模買付者」といいます。）が行われる場合に、①事前に大規模買付者
が当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、②当社取締役会による一定の評価期間が経過し
た後、又は株主意思確認総会終了後に、当社取締役会において対抗措置の発動又は不発動の決議がなさ
れるまでは大規模買付行為を開始することができない、というルール（以下、「大規模買付ルール」と
いいます。）の遵守を大規模買付者に求める一方で、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく
損なう大規模買付行為を対抗措置をもって抑止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向
上させることを目的とするものです。
　当社の株式等について大規模買付行為が行われる場合には、まず当社取締役会宛に、大規模買付ルー
ルに従う旨の誓約文言及び所定の内容を記載した意向表明書を、日本語にて提出を求めます。次に、当
社取締役会が意向表明書受領後、10営業日以内に交付する必要情報リストに基づき、株主の皆様の判
断及び取締役会としての意見形成のために必要かつ十分と考える情報（以下、「大規模買付情報」とい
います。）の60日以内の提供を大規模買付者に求めます（以下、「大規模買付情報提供期間」といい
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ます。）。もっとも、大規模買付情報の具体的な内容は大規模買付行為の内容及び規模によって異なる
こともありうるため、30日間を限度として、大規模買付情報提供期間を延長することができるものと
します。
　当社取締役会は、大規模買付者による大規模買付情報の提供が十分になされたと認めた場合又は大規
模買付情報提供期間が満了した場合には、その旨を大規模買付者に通知（以下、「大規模買付情報提供
完了通知」といいます。）するとともに、速やかにその旨を開示いたします。大規模買付情報提供完了
通知を行った後、その翌日を起算日として、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、60日間（対価
を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合）又は90日間（その他の大規
模買付行為の場合）を取締役会による大規模買付行為の評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のた
めの期間（以下、「取締役会評価期間」といいます。）とし、当社取締役会は、独立委員会に対抗措置
発動の是非、株主意思確認総会の要否その他当該大規模買付行為に関連する事項について諮問し、ま
た、弁護士、公認会計士、フィナンシャル・アドバイザー等の外部専門家の助言を受けながら、提供さ
れた大規模買付情報を真摯に評価・検討し、独立委員会からの勧告等を最大限尊重した上で、当社取締
役会としての意見をとりまとめ、開示いたします。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買
付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として株主の皆様への代替案を提示することも
あります。
　当社取締役会は、本対応策の適正な運用及び本対応策に関する当社取締役会の恣意的な判断を排除
し、その決定の客観性・合理性を確保するため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取
締役、社外監査役、又は社外有識者のいずれかに該当する者の中から選任された委員からなる独立委員
会を設置し、対抗措置を発動するか否か、対抗措置を発動することにつき株主意思確認総会を開催する
か否か等の本対応策に係る重要な判断に際しては、独立委員会に諮問するものとします。
　独立委員会は当社取締役会より諮問された事項その他につき、当社の企業価値ひいては株主共同の利
益の毀損防止の観点から、当該大規模買付行為について、中立的な立場で慎重に評価・検討の上で、当
社取締役会に対し勧告等を行います。なお、当社取締役会は、対抗措置の発動、株主意思確認総会の開
催を含む独立委員会に対する諮問事項等につき最終的な決定を行うにあたっては、独立委員会の勧告等
を最大限尊重いたします。当社取締役会は、独立委員会の勧告、又は株主意思確認総会の決議内容に従
い、対抗措置の発動・不発動等の決議を行います。
　なお、独立委員会が取締役会評価期間内に勧告をなすに至らない場合、又は当社取締役会が、取締役
会評価期間内に大規模買付行為に対する当社取締役会の意見を形成し、当社取締役会の決定による対抗
措置を講じるか否か、又は、株主意思確認総会を招集するか否かの判断を行うに至らない場合（取締役
会決議による対抗措置を講じないとの判断に至った場合でも、株主意思確認総会を招集するか否かの判
断を行うに至らない場合を含みます。）、当社取締役会は、独立委員会に諮問の上、上限を30日間と
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して、必要な範囲で取締役会評価期間を延長することができるものとします。
　当社取締役会が具体的対抗措置として、新株予約権無償割当てをする場合には、新株予約権者は、当
社取締役会が定めた１円以上の額を払い込むことにより新株予約権を行使し、当社普通株式を取得する
ことができるものとし、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループに属する者は行使が認められな
いという行使条件や、当該行使条件のため新株予約権の行使が認められない者以外の者が有する新株予
約権を当社が取得し、対価として当社普通株式を交付することができる旨の取得条項を定めるなど、対
抗措置としての効果を勘案した行使期間、行使条件等を設けることがあります。
　また、当社取締役会が具体的対抗措置を発動することを決定した後であっても、当該大規模買付者が
大規模買付行為もしくはその提案の撤回又は変更を行った場合など対抗措置の発動が適切でないと当社
取締役会が判断した場合には、当社取締役会は、独立委員会の勧告等を十分に尊重した上で、対抗措置
の発動の停止又は変更等を行うことがあります。当社取締役会は、このような決議を行った場合は、速
やかに開示いたします。
　本対応策は2023年６月28日開催の定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）におい
て出席株主の皆様の議決権の過半数のご賛同をいただきましたので、本対応策の有効期間は、本定時株
主総会終結の時から３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
延長されております。以降、本対応策の継続については当社の定時株主総会の承認を経ることとしま
す。また、当社取締役会は、法令・証券取引所規則の改正・解釈の変更や司法判断の動向を踏まえ、独
立委員会の承認を得た上で、必要に応じて本対応策を変更することがあります。

(4) 各取組みに対する当社取締役会の判断及びその判断に係る理由
　（2）に記載した中長期的な経営計画に基づく取組みは、当社グループの企業価値を向上させるもの
であり、またコーポレートガバナンスの充実・コンプライアンスの徹底に向けての取組みは、単年度ご
との事業計画を推進し企業価値向上を図る上での基盤となるものと考えています。従って、かかる取組
みは上記基本方針に沿うものであり、当社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
　また、（3）に記載した基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が
支配されることを防止するための取組みは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させ
るために導入されたものであり、当社役員の地位の維持を目的とするものではなく、当社の基本方針に
沿うものです。特に、本対応策の継続及び廃止は株主の皆様のご意思に沿うものとなっていること、本
対応策は当社の株主総会で選任された取締役で構成される当社取締役会によりいつでも廃止することが
できること、対抗措置を発動する際には、外部専門家等の助言を得るとともに、独立委員会の勧告等を
得て、当社取締役会はこれを最大限尊重することとし、加えて、株主意思確認総会を開催する場合に
は、対抗措置発動の是非について株主の皆様のご意思を直接確認するなど、本対応策には、当社取締役
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会社の支配に関する基本方針、剰余金の配当等の決定に関する方針

会による適正な運用を担保するための手続が盛り込まれており、この点からも本対応策が基本方針に沿
うものであり、当社役員の地位の維持を目的とするものではないことが明らかであります。

8 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、株主の皆様に対する利益還元を最重要課題のひとつと考えております。
　当社は、将来における企業成長と経営環境の変化に対応するための投資や強固な財務体質を構築しつ
つ、配当につきましては連結配当性向20％を目安とし、業績に応じた継続的かつ安定的な配当を行うこ
とを基本方針としております。
　2024年３月期の期末配当金につきましては、通期業績及びコーポレートガバナンス・コード遵守の一
環等も含め総合的に勘案した結果、株主還元に対する当社の姿勢をより明確にするため、2023年３月期
の期末配当金１株につき20円に対して30円増配の１株につき50円の期末配当金とすることを決議いたし
ました。これにより、実施済みの中間配当金10円と合わせて、年間配当金は１株につき60円となりま
す。
　なお、今後は安定的な配当実施の観点による「普通配当金」に加え、業績に連動する「業績連動配当
金」の導入を検討してまいります。

　また、2023年３月期の期末配当の効力発生日は2023年６月14日でありましたが、今般、１名の株主
様より定款変更と配当増額に関する株主提案が提出されました関係上、2024年３月期の期末配当の効力
発生日を2024年６月27日開催予定の第48回定時株主総会の翌日とさせていただきます。

　このため、2024年3月期の期末配当につきましては、配当金支払開始予定日を、2024年６月28日と
し、配当金関係書類につきましては、株主総会終了後に発送させていただきます。前年より支払いが遅れ
ますことをお詫び申し上げます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
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連結貸借対照表

連結貸借対照表 （2024年３月31日現在） (単位：千円)

科　目 金　額 科　目 金　額
資産の部
流動資産
現金及び預金
売掛金
授業料等未収入金
商品及び製品
教材
原材料及び貯蔵品
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
建物及び構築物
土地
リース資産
建設仮勘定
その他

無形固定資産
のれん
ソフトウエア
その他

投資その他の資産
投資有価証券
長期貸付金
差入保証金及び敷金
保険積立金
退職給付に係る資産
繰延税金資産
その他
貸倒引当金　

9,365,175
8,067,632
356,873
129,363
49,366
79,176
7,137

679,639
△4,014

8,950,554
1,350,193
889,840
312,497
24,307
1,127

122,419
1,413,486
359,282
473,971
580,233

6,186,874
3,040,034
23,783

1,215,127
1,275,680

323
532,438
115,672
△16,184 　

負債の部
流動負債 9,604,409
買掛金 257,335
短期借入金 100,000
一年内返済予定長期借入金 286,378
リース債務 22,084
未払金 898,118
未払法人税等 220,032
未払消費税等 125,711
契約負債 7,053,429
賞与引当金 230,332
資産除去債務 23,770
その他 387,215

固定負債 2,498,763
長期借入金 579,461
リース債務 36,290
役員退職慰労引当金 60,589
退職給付に係る負債 991,665
資産除去債務 767,754
その他 63,002

負債合計 12,103,173
純資産の部
株主資本 6,018,462
資本金 1,299,375
資本剰余金 1,267,872
利益剰余金 4,069,768
自己株式 △618,553

その他の包括利益累計額 167,731
その他有価証券評価差額金 241,737
土地再評価差額金 △73,101
為替換算調整勘定 △905

新株予約権 26,362
純資産合計 6,212,556

資産合計 18,315,729 負債及び純資産合計 18,315,729
(注) 千円未満の端数は、切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

連結損益計算書 （自　2023年４月１日　至　2024年３月31日） (単位：千円)

科　目 金　額
Ⅰ．売上高 20,690,427
Ⅱ．売上原価 13,403,295

　売上総利益 7,287,131
Ⅲ．販売費及び一般管理費 5,317,617

　営業利益 1,969,513
Ⅳ．営業外収益

　受取利息 23,101
　受取配当金 14,105
　助成金収入 10,144
　その他 44,652 92,004

Ⅴ．営業外費用
　支払利息 10,656
　投資事業組合運用損 14,300
　持分法による投資損失 74,861
　その他 8,956 108,774
　経常利益 1,952,743

Ⅵ．特別利益
　関係会社株式売却益 673 673

Ⅶ．特別損失
　固定資産除却損 9,811
　減損損失 312,867
　関係会社株式売却損 38,366
　その他 32,918 393,964
　税金等調整前当期純利益 1,559,452
　法人税、住民税及び事業税 579,798
　法人税等調整額 52,293 632,092
　当期純利益 927,360
　非支配株主に帰属する当期純利益 22,664
親会社株主に帰属する当期純利益 904,696

(注) 千円未満の端数は、切り捨てて表示しております。
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貸借対照表

貸借対照表 （2024年３月31日現在） (単位：千円)

科　目 金　額 科　目 金　額
資産の部
流動資産
現金及び預金
授業料等未収入金
商品及び製品
教材
原材料及び貯蔵品
前払費用
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
建物
構築物
車両運搬具
器具及び備品
土地
リース資産
建設仮勘定

無形固定資産
ソフトウエア
その他

投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
長期貸付金
長期前払費用
差入保証金及び敷金
保険積立金
繰延税金資産
その他
貸倒引当金　

4,179,513
3,449,454
115,596
4,281
69,333
5,298

280,184
256,597
△1,233

11,248,412
807,102
529,139
16,699

０
96,937
143,877
19,655
792

511,152
117,532
393,620

9,930,157
2,648,340
4,584,881
113,370
1,188

1,016,402
1,134,190
444,935
10,287
△23,441 　

負債の部
流動負債 8,112,061
買掛金 66,164
短期借入金 100,000
一年内返済予定長期借入金 259,596
リース債務 20,806
未払金 650,395
未払費用 111,471
未払法人税等 93,436
契約負債 6,424,530
預り金 171,269
賞与引当金 185,887
資産除去債務 23,770
その他 4,731

固定負債 1,926,888
長期借入金 424,879
リース債務 32,451
長期未払金 47,545
長期預り保証金 8,496
退職給付引当金 840,408
資産除去債務 573,107

負債合計 10,038,949
純資産の部
株主資本 5,197,133
資本金 1,299,375
資本剰余金 1,556,478
資本準備金 1,517,213
その他資本剰余金 39,264

利益剰余金 2,959,834
利益準備金 158,450
その他利益剰余金 2,801,384
繰越利益剰余金 2,801,384

自己株式 △618,553
評価・換算差額等 165,479
その他有価証券評価差額金 238,581
土地再評価差額金 △73,101

新株予約権 26,362
純資産合計 5,388,976

資産合計 15,427,926 負債及び純資産合計 15,427,926
(注) 千円未満の端数は、切り捨てて表示しております。
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損益計算書

損益計算書 （自　2023年４月１日　至　2024年３月31日） (単位：千円)

科　目 金　額
Ⅰ．売上高 13,900,274
Ⅱ．売上原価 9,108,756

　売上総利益 4,791,518
Ⅲ．販売費及び一般管理費 3,316,610

　営業利益 1,474,907
Ⅳ．営業外収益

　受取利息 1,756
　有価証券利息 22,188
　受取配当金 29,611
　貸倒引当金戻入益 64,817
　その他 20,898 139,273

Ⅴ．営業外費用
　支払利息 7,947
　支払手数料 137
　投資事業組合運用損 14,300
　その他 616 23,002
　経常利益 1,591,178

Ⅵ．特別利益
　関係会社清算益 36,157
　関係会社事業損失引当金戻入額 28,149 64,306

Ⅶ．特別損失
　減損損失 146,636
　関係会社株式売却損 78,050
　投資有価証券評価損 14,975
　役員保険解約損 13,816
　その他 4,613 258,092
　税引前当期純利益 1,397,392
　法人税、住民税及び事業税 343,967
　法人税等調整額 69,837 413,804
　当期純利益 983,588

(注) 千円未満の端数は、切り捨てて表示しております。
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連結会計監査報告

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 髙﨑　　充弘
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中田　　信之

独立監査人の監査報告書
2024年５月24日

株式会社 ウィザス
　取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ
大　阪　事　務　所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社ウィザスの2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連
結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ウィザス及び
連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任
は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監
査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意
見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類
又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記
載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められ
ている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにあ
る。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を
整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我
が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示
する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告
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連結会計監査報告

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに
ついて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は
誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、
職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。
監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、
状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の
妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提
に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な
不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算
書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告
書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関
連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかど
うかを評価する。
・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、
連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む
監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立
性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にま
で軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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連結監査役会の監査報告

連結計算書類に係る監査報告書
　当監査役会は、2023年４月１日から2024年３月31日までの第48期事業年度に係る連結計算書類（連結貸借対
照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）に関して、各監査役が作成した監査報告書に
基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受ける
ほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、連結計算書類について取締役及び使用人等
から報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査
を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要
に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体
制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従っ
て整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る連
結計算書類について検討いたしました。

２．監査の結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年５月24日

株式会社ウィザス　監査役会
常 勤 監 査 役 太田　　善邦 ㊞

監 査 役 若松　　弘之 ㊞

監 査 役 成瀬　圭珠子 ㊞

（注）監査役若松弘之及び監査役成瀬圭珠子は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査役であ
ります。

連結計算書類に係る監査役会の監査報告
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個別会計監査報告

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 髙﨑　　充弘
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中田　　信之

独立監査人の監査報告書
2024年５月24日

株式会社 ウィザス
　取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ
大　阪　事　務　所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社ウィザスの2023年4月1日から2024年3月31日までの第48期事業
年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」
という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期
間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任
は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監
査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見
を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は
当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内
容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められ
ている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにあ
る。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国
において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する
責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

会計監査人の監査報告
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個別会計監査報告

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかにつ
いて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬
により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要
性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、
職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。
監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状
況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の
妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に
重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の
注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日まで
に入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連
する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを
評価する。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む
監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立
性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にま
で軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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個別監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査役会は、2023年４月１日から2024年３月31日までの第48期事業年度の取締役の職務の執行に関して、
各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受け
るほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内
部監査部門、その他使用人等と意思の疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下
の方法で監査を実施いたしました。
①取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、
必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況
を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思の疎通及び情報の交換
を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他
株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則
第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備され
ている体制（内部統制システム）について、監査役会が定めた内部統制システムに係る監査の実施基準に準
拠し、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を
求め、意見を表明いたしました。

③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、
取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計
監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人か
ら「職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事
項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に
応じて説明を求めました。

監査役会の監査報告

81



計
算
書
類

監
査
報
告
書

連
結
計
算
書
類

事
業
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

招
集
ご
通
知

ご
参
考

2024/05/29 17:54:09 / 23072477_株式会社ウィザス_招集通知_アクセス通知用

個別監査役会の監査報告

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関
する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針につい
ては、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号ロの各
取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の
会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年５月24日

株式会社ウィザス　監査役会

常 勤 監 査 役 太田　　善邦 ㊞

監 査 役 若松　　弘之 ㊞

監 査 役 成瀬　圭珠子 ㊞

（注）監査役若松弘之及び監査役成瀬圭珠子は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査役であ
ります。

82



高校・大学事業カンパニー

学習塾事業カンパニー

夢の実現と高校生活の両立、不登校や高校中退の経験、社会人の方など、様々な目的や背景の生徒が
学ぶ第一学院。そのノウハウを更に磨き、加速する“学びの多様化”を、一層きめ細やかに支援します。

学習内容の理解に留まらず、学び方を身につけていけるよう、一人ひとりに寄り添います。目標は一人ひとりの
志望校合格、目的は“社会で活躍できる人”への成長支援と位置づけ、取り組んでいます。

● 中等部・高等学校・大学まで最大10年間の一貫した教育を展開
● 多様な学びのニーズに応える第一学院高等学校への入学者は、引き続き堅調に推移

国内外で活躍する在学生・
卒業生が様々なロールモデルに

多様な
コースで

広がる未来

● 少子化が進む中、支持を拡大して、年間で10教室を新たに開校
　 武庫之荘駅前（4月）、舞子（5月）、土山駅前（7月）、兵庫中央（9月）、学園多聞（11月）、
　 田尻（2月）、八木駅前（2月）、伊丹（3月）、光善寺駅前（3月）、守口市駅（3月）

eスポーツコース 美容コース 本校通学コース Mobile Onlineコースペットコース

スタンダードコース プレミアムコース
特別進学専攻

プレミアムコース
セルフプロデュース専攻

プレミアムコース
グローバル専攻

プレミアムコース
社会人基礎力専攻

プレミアムコース
デジタルコミュニケーション専攻（関東エリア）

プレミアムコース
デジタルコミュニケーション専攻（関西エリア）

芸能コース スポーツコース

ご参考：2024年3月期下半期トピックス
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グローバル事業カンパニー

能力開発・キャリア支援事業カンパニー

国内外で日本語を学ぶ外国人への質の高い教育、日本での就労を望む学生のサポートを通じて、
人や企業のグローバルコミュニケーションの実現と日本国内のIT人材不足の解消に貢献します。

テクノロジーの進化、政府が推進する「人への投資」によって、人的資本に注目が集まる中、
HR Techを活用した様々なソリューションとのシナジーにより、企業等の人財育成課題解決に貢献します。

リーダーシップ研修
×

アンガーマネジメント研修

コンプライアンス研修
×

アンガーマネジメント研修

コミュニケーション研修
×

アンガーマネジメント研修

メンタルヘルス研修
×

アンガーマネジメント研修

● ベトナム三大都市にて、システムエンジニア育成プロジェクトに参画
● ITを学ぶ優秀な学生に日本語教育を実施し、国内企業とマッチング
● 日本のIT関連企業との交流やインターンシップを支援
● 現地パートナー　Nix Education　と展開

● 株式会社レビックグローバルとアンガーマネジメント株式会社は、
　 2024年1月1日をもちまして、レビックグローバルを存続会社として合併いたしました。
レビックグローバルで展開する、映像などのリッチメディアを活用した教材の開発から、学習環境
のプロデュース、ナレッジの継承などによる人材育成／開発に、アンガーマネジメント（1970年
代にアメリカで開発された、怒りの感情と上手に付き合うための心理トレーニング）を掛け合わせ、
より広く、より深く課題解決のプログラムをご提供していきます。

越韓情報通信技術大学（ダナン） フォンドン大学（ハノイ） ホセアン大学（ホーチミン）

社 名：NiX Education 
代 表 者：Nguyen Trong Nghia
所 在 地：ベトナムハノイ市
事 業 内 容：Global Education Service

Talent Platform Service

管理職対象 パワハラ防止 コミュニケーション メンタルヘルス

監
査
報
告
書

ご
参
考

計
算
書
類

連
結
計
算
書
類

事
業
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

招
集
ご
通
知

2024/05/29 17:54:09 / 23072477_株式会社ウィザス_招集通知_アクセス通知用

ご参考：下半期トピックス

84



ご参考

2024/05/29 17:54:09 / 23072477_株式会社ウィザス_招集通知_アクセス通知用

ご参考

株主メモ ウィザスの情報は
ホームページでもご覧になれます。

URL https://www.with-us.co.jp/

●事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
●定時株主総会 毎年6月開催
●基準日 定時株主総会　毎年3月31日

期末配当金　　毎年3月31日
中間配当金　　毎年9月30日
そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して
定めた日

●株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社
　同事務取扱場所 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号

三菱UFJ信託銀行株式会社　大阪証券代行部
　照会先  0120-094-777（通話料無料）

受付時間　9:00~17:00（土日祝日等を除く）

(株式に関するお手続き https://www.tr.mufg.jp/daikou/)
●単元株式数 100株
●公告方法 電子公告とします。但し、事故その他やむを得ない

事由によって電子公告による公告をすることができ
ない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。
(公告掲載アドレス https://www.with-us.co.jp/)

●上場証券取引所 東京証券取引所　スタンダード市場

●未受領の配当金について
三菱UFJ信託銀行の本支店窓口にてお支払いいたします。

●株式に関する住所変更等のお届出及びご照会について
株主様が口座を開設されている証券会社の窓口にお問い合わせく
ださい。

●特別口座について
証券会社に口座開設をされておられない株主様の株式に関するお
手続きは、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行にて
お取扱いいたしますので、下記へお問い合わせください。
(特別口座の口座管理機関)

三井住友信託銀行株式会社
(郵便物送付先)

東京都杉並区和泉二丁目8番4号（〒168-0063）
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

(電話照会先)
 0120-782-031

受付時間　9:00~17:00（土日休日を除く）
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地図

株主総会会場ご案内略図

会　場
　 新大阪ワシントンホテルプラザ２階「レ・ルミエール」

大阪市淀川区西中島五丁目５番15号　TEL.06-6303-8111

交　通 JR「新大阪駅」東改札口 徒歩約５分
地下鉄御堂筋線「新大阪駅」７番出口 徒歩約５分

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

ＪＲ新
大阪駅

ＪＲ貨物線

中央ビル
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至 西中島南方至 西中島南方

至 京都至 京都至 千里中央至 千里中央

新大阪
ワシントンホテルプラザ
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